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平成２８年第３回栃木市議会定例会

民生常任委員会議事日程

平成２８年９月１６日 午前９時開議 全員協議会室

日程第 １ 議案第１１０号 工事請負契約の締結について

日程第 ２ 議案第１０２号 平成２８年度栃木市一般会計補正予算（第２号）（所管関係部分）

日程第 ３ 議案第１０３号 平成２８年度栃木市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第 ４ 議案第１０４号 平成２８年度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第

１号）

日程第 ５ 認定第 １号 平成２７年度栃木市一般会計歳入歳出決算の認定について（所管関係

部分）

日程第 ６ 認定第 ２号 平成２７年度栃木市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第 ７ 認定第 ３号 平成２７年度栃木市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

日程第 ８ 認定第 ４号 平成２７年度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算

の認定について

日程第 ９ 認定第 ５号 平成２７年度栃木市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入

歳出決算の認定について

日程第１０ 認定第 ８号 平成２７年度栃木市医療福祉モール特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて
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◎開会及び開議の宣告

〇委員長（広瀬昌子君） ただいまの出席委員は８名で、定足数に達しております。

ただいまから民生常任委員会を開会いたします。

（午前 ９時００分）

◎諸報告

〇委員長（広瀬昌子君） 当常任委員会に付託された案件は、各常任委員会議案等付託区分表のとお

りです。

◎議事日程の報告

〇委員長（広瀬昌子君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

◎議案第１１０号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇委員長（広瀬昌子君） ただいまから議事に入ります。

日程第１、議案第110号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。

当局から説明を求めます。

中野保育課長。

〇保育課長（中野達博君） おはようございます。本日も１日よろしくお願いいたします。

それでは、ただいまご上程いただきました議案第110号 工事請負契約の締結についてご説明申

し上げます。議案書は49ページ、議案説明書は28ページから34ページまででございます。

初めに、議案説明書からご説明いたしますので、議案説明書の28ページをお開き願います。提案

理由でありますが、工事請負契約を栃木市片柳町２丁目14番39号、舘野・清田特定建設工事共同企

業体、代表者舘野建設株式会社、代表取締役古谷清岳と締結することについて、議会の議決を求め

るものであります。参照条文につきましては、説明を省略させていただきます。

29ページをお開きください。参考といたしまして、工事名につきましては、（仮称）いりふね・

そのべ統合保育園園舎新築建築工事、工事場所につきましては、栃木市入舟町地内、旧栃木中央小

学校敷地の一部ということになります。工事概要につきましては、鉄骨造の平家建てで、延べ床面

積1,463.4平米であります。

30ページから34ページにかけましては、図面関係を参考に載せさせていただいてございます。30ペ

ージにつきましては、建物の配置図になりますが、旧栃木中央小学校東側部分の敷地の北側に園舎

を建築するというものでございます。

次の31ページは、建物の平面図になります。右下側が園舎への出入り口、玄関ということになり
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まして、南側の園庭に面して、ゼロ歳から５歳までの各年齢別の保育室を、廊下を挟んだ北側には

遊戯室兼午睡室、ランチルームを配置しておりまして、この間は可動間仕切りとして、必要に応じ

て一体での利用が可能な構造としております。また、ランチルームに面して調理室を設置しており

まして、アレルギー対応の調理スペース等も設けているところでございます。そのほかに、一時預

かり室兼延長保育室、職員室、会議室等を配置してございます。

次の32ページにつきましては、屋根伏図ということになります。

次の33ページにつきましては、南北各方向から見た立面図、34ページにつきましては、東西方向

から見た立面図ということでございます。外観につきましては、隣接しております旧本庁舎の別館、

県庁堀といったものに配慮した外観ということとさせていただいております。

次に、議案書のほうを説明いたしますので、議案書の49ページをお開き願います。工事請負契約

の締結について、次により工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第１項第５号

の規定により、議会の議決を求めるというものでございまして、１の契約の目的につきましては、

（仮称）いりふね・そのべ統合保育園園舎新築建築工事であります。契約の方法につきましては、

事後審査型条件つき一般競争入札でありまして、入札の参加業者数については、５共同企業体とい

うことでございました。

３の契約金額につきましては、４億1,688万円であります。なお、落札率につきましては、96.96％

ということになってございます。

４の契約の相手方につきましては、栃木市片柳町２丁目14番39号、舘野・清田特定建設工事共同

企業体、代表者舘野建設株式会社代表取締役古谷清岳であります。

以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇委員長（広瀬昌子君） 以上で当局の説明は終わりました。

ただいまから質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の形式でお願いいたします。

茂呂委員。

〇副委員長（茂呂健市君） 契約金額なのですが、これは全部仕上がっての金額なのですか、お伺い

いたします。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 今回、議案として出させていただいていますのが、本体の建築工事とい

うことで、このほかに電気工事と機械設備工事については、別途工事という形になります。

〇委員長（広瀬昌子君） 茂呂委員。

〇副委員長（茂呂健市君） 外構工事は入っているのですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 申しわけございません。外構工事も別工事ということになってございま
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す。

〇委員長（広瀬昌子君） 茂呂委員。

〇副委員長（茂呂健市君） 総額だとお幾らぐらいになるのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 済みません。建築工事と電気設備工事、機械設備工事につきましては、

電気と機械について、これから入札ということになるのですが、総額では約６億6,600万円を予定

してございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 茂呂委員。

〇副委員長（茂呂健市君） 全部の総額が６億6,000万円ですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 済みません。外構工事が今入っておりませんので、調べさせていただき

たいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） では、その間に質疑がございましたら。

大川委員。

〇委員（大川秀子君） 今後の工事のスケジュールについてお伺いをしたいと思いますが。

〇委員長（広瀬昌子君） スケジュールにつきまして、中野課長。

〇保育課長（中野達博君） スケジュールにつきましては、今回議決をいただいた後、工事に着手と

いうことになりまして、建物については、来年９月の完成を見込んでいるところでございます。そ

の後、外構工事等も入りまして、開園が平成30年４月ということになってございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 先ほどの説明の中で、建物が県庁堀に配慮した景観ということを言われてお

りました。今、文化芸術館が整備をされる予定になっておりますけれども、その中で意見として出

ているのが、建物の外観だけではなくて、外構工事、例えばフェンスとか今あると思いますが、そ

ういうところも配慮した工事が必要ではないかというような意見も出ておりますので、その辺の考

え方をお聞かせいただきたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 周辺の芸術館等も含めて一体でというようなところもありますので、そ

の辺についてはある程度調和を図るような形で、芸術館等は今後の設計ということになりますので、

調和を図るような形で進めるようには聞いております。あと、外構の関係で、フェンスとかその辺

というようなところもあるのですが、なるべく生かせるものについては生かして、費用がかからな

いようにという点もありまして、北側のフェンス等は、基本的にはそのまま生かしていきたいとい

うふうに考えております。そのほかについては、調和ということもありますので、全然違うような

雰囲気のものをつくるというようなことにはしないということで考えております。
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〇委員（大川秀子君） 了解です。

〇委員長（広瀬昌子君） 先ほど数字の、中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 済みません。先ほどわかりませんでした外構工事ですが、予定では来年

度の発注ということになりますので、まだ確定した数字ではありませんが、約8,200万円程度を見

込んでおりまして、合わせますと約７億4,800万円程度、そのような数字になります。

〇委員長（広瀬昌子君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） 先ほど、説明の中に外観を重視したということなのですが、逆にそういった

今までにない藤岡はーとらんど保育園等を参考にして、子供に配慮したつくりを、その辺はどのよ

うに考えたのかお聞きしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 子供が使うということで、安全面ということで、内部機能的にはそうい

ったものを配慮してございます。例えば床については、コンクリートにじかに張ると、転んだりし

たときに衝撃が大きいというようなこともありまして、フリーフロア、床をちょっと上げたような

空間を設けたような形で衝撃を和らげるとか、ガラス飛散防止のフィルムを張るとかというような

ことで、安全性については配慮した設計とさせていただいております。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） もう一点お伺いします。

昨年の大雨で、あの辺、大分水が上がって浸水被害があったところでございまして、今回の建物

を建てるに当たって、建物を地上げをするということも必要ではないかと思いますが、その辺の配

慮はどのようにされたのかお伺いしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 昨年の豪雨で、建設地付近が床上浸水等が出たというところがありまし

て、一旦設計のほうが完了していたところではあるのですが、昨年の豪雨を受けまして、床を床上

浸水にならないような高さにかさ上げをして変更いたしましたので、昨年程度の豪雨というところ

であれば、床上までは水が行かないというような形での設計に変えさせていただきました。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） おはようございます。よろしくお願いします。

先ほど説明では、入札の結果が５社が入札で96.96％ということで、舘野・清田ＪＶが落札した

ということでありますけれども、ほかの４社の予定価格に対しての率というのはどの程度になって

いるのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 今回、落札をいたしましたのが、金額的に３億8,600万円ということで

96.96％、一番高いところが３億9,100万円ということでございまして、率のほうをちょっと計算さ
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せていただきます。一番高いところが98.21％ということになってございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 一番低かった96.96％と98.21％、その間でひしめいているということでよろ

しいかと思うのですけれども、今回の、これは契約検査課になってしまうのか。わかりました。そ

ういったところにひしめいているということですね。

別のことで質疑いたしますけれども、一番の最近の事例としては、はーとらんど保育園があるわ

けですけれども、今回、まだ電気工事と機械工事が入っていないということで、おおよそ６億6,600万

円ぐらいに園舎工事についてはなるということですけれども、坪単価ということで比較しますと、

どういうふうになりますでしょうか。藤岡はーとらんどと今回のいりふね・そのべについてですけ

れども。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 園舎の建築工事の坪単価につきましては、藤岡のはーとらんどが約46万

300円程度、それから今回のいりふね・そのべにつきましては45万5,000円程度ということになって

ございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） これは平米ですよね。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 済みません。今のが平米当たりということで、坪単価にいたしますと、

はーとらんどが約151万9,000円、いりふね・そのべにつきましては約150万1,000円という形になり

ます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 今、藤岡のはーとらんどについては、７月の全協でしたか、そこで園舎工事

については坪単価で146万6,923円というようなことが出ているのですけれども、151万円というこ

とでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 研究会のときの数字については、先ほど申し上げました豪雨を受けた床

のかさ上げが入る前の数字ということでございましたので、ちょっと数字ははっきりしませんが、

百四十何万円ということだったと思います。今回、床をかさ上げしたということで、この数字に結

果的に上がってしまったという形になっております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） そうですか。間違えた。私が間違えましたね。藤岡と大体同程度の、ちょっ

と低いということになると思いますけれども、かなり我々の常識からすると高い感じがいたします

けれども、そこら辺はどのように認識しているのでしょうか。
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〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 藤岡のはーとらんどの際にもそういったお話をいただきまして、いろい

ろ、うちのほうでも見たわけですけれども、基本的に公共の単価については、民間の単価よりも高

くなってしまうところがどうしてもある。基準額については、国、県等で定めたものを用いている

というところもありまして、高く出てしまうというところがある。また、今回の藤岡にしろいりふ

ね・そのべにしろ、安全面とか耐久性というところで、これから長い間使うというところで、なる

べくいいものといいますか、きちんとしたものをということで設計をしたというところもありまし

て、民間から比べると高いという認識は確かにありますが、市としては適正に積算をしていったと

いうふうに、結果がこういった数字に出てきてしまっているということで考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） よろしいですか。

茂呂委員。

〇副委員長（茂呂健市君） 去年の７月に見積もりが出たやつと平成28年６月という形で、多分3,000万

円ぐらい追加になっていると思うのですが、原因というか、どんなところが。

〇委員長（広瀬昌子君） かさ上げ。

〇副委員長（茂呂健市君） かさ上げで3,000万円も高くなるのでしょうか。かさ上げだけですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 先ほど言った床のかさ上げの部分と、あとは単価を最新のものに入れか

えたというところです。そういったものを含めて、今回の差が出てきているということになります。

〇委員長（広瀬昌子君） 茂呂委員。

〇副委員長（茂呂健市君） 前回、藤岡の保育所統合のときには、図面と詳細がある程度出たのです

が、この４億幾らというただ金額だけ出されたのでは、委員の人が把握できないと思うのですが、

そこら辺はどうお考えですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 前回のはーとらんどの場合は、研究会等でこの内容をお示ししたところ

でありますが、委員会のところでは、契約の締結ということで細かいものは出してはいないかと思

います。今回、契約の締結の中では、細かいものまで添付していないというところでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 茂呂委員。

〇副委員長（茂呂健市君） よく聞こえなかったのですが、基礎が幾らとか、屋根が幾らで外壁がと

か、そういう形で使うものとあれが示されたと思うのですが、それがないで金額だと。あと、中の

内装もどういう形になるのだか。子供に優しいつくりになると思うのですが、クロスでやるのか、

それとも腰板を桐で張るのか。藤岡と同じような形でやるのでしたらば、そういう形になると思う

のですが、そういうことを委員に示すことも必要ではないかと思うのですが、いかがですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。
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〇保育課長（中野達博君） 昨年の研究会のときにご説明させていただいたのですが、基本的には藤

岡のはーとらんどと同じようなものでということで考えていましたが、工事費のほうの削減という

こともあって、一部木材についてヒノキを杉にしたりとかというような見直しをしましたというこ

とで、ご報告はさせていただいたところでありますが、その辺については、研究会で前回出させて

いただいたというところがありまして、今回示しておりませんので、もし必要ということであれば、

後日調整をして出させていただければというふうに考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） ざっくり言ったけれども、委員会が欲しければということだけれども、い

ただきますか。

〇副委員長（茂呂健市君） 出してもらいたい。

〇委員長（広瀬昌子君） では、委員会にだけでも、詳細なものを提出お願いしますということでよ

ろしいでしょうか。委員さんはそれでいいのですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） よろしいですか。

中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 後日、調整して出させていただきたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） これをもって質疑を終了といたします。

ただいまから討論に入ります。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 私は、この工事請負契約に対して反対の立場で討論いたします。

先ほどの議論の中でも、入札の落札率が96.96％ということで、非常に高い落札率になっている

ということ。オンブズマンの見解ですと、95％以上は談合の疑いが強いというようなことも出てお

ります。非常に談合の疑いが高いのではないかと思います。この落札率の状況を見ても、97％前後

にひしめいておりまして、１社だけ97％を切っているというような状況を見ても、何らかの談合が

あったのではないかと疑わざるを得ません。

そして、はーとらんど保育園ができて、そのときも坪単価が高いのではないかというような議論

になったにもかかわらず、それに近いような高い坪単価になっているということで、そこら辺の経

過も踏まえた議論がどうだったのかというのも非常に疑問でありまして、今回の議案に対しては反

対といたします。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかに討論はありますか。

大川委員。

〇委員（大川秀子君） 今、白石委員のほうから、落札率についてということでお話がされましたけ
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れども、談合があるかどうかというのは、落札率だけでは一言では言えないということもあります。

公平な入札が行われたということで、賛成をしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） これをもって討論を終了いたします。

ただいまから議案第110号を採決いたします。

本案は原案を可決すべきものとすることに賛成の委員の起立を求めます。

〔起立多数〕

賛 成 茂呂健市 青木一男 大川秀子 天谷浩明 小堀良江

福田裕司

反 対 白石幹男

〇委員長（広瀬昌子君） 起立多数であります。

したがって、議案第110号は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

◎議案第１０２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇委員長（広瀬昌子君） 次に、日程第２、議案第102号 平成28年度栃木市一般会計補正予算（第

２号）（所管関係部分）を議題といたします。

当局から説明を求めます。

なお、説明欄に記載されております金額につきましては、読み上げを省略していただいて結構で

す。

藤田福祉総務課長。

〇福祉総務課長（藤田正人君） ただいまご上程いただきました平成28年度栃木市一般会計補正予算

（第２号）の所管関係部分につきましてご説明申し上げます。

まず、歳出につきましてご説明を申し上げますので、補正予算書の38、39ページをお開きくださ

い。２款１項15目諸費、補正額78万8,000円の増額であります。説明欄２行目、国県支出金返還金

（福祉総務課）につきましては、平成27年度における臨時福祉給付金国庫補助金の交付額確定に伴

う超過交付分返還のため、増額するものであります。

40、41ページをお開きください。３款１項１目社会福祉総務費、補正額2,049万2,000円の増額で

あります。説明欄１行目、臨時職員共済費につきましては、職員課所管でございますが、本年10月

から短時間労働者に対する社会保険の適用拡大に伴う社会保険料の増額補正であります。

次の臨時福祉給付金給付事業費につきましては、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け給付金

について、日本年金機構から示された対象者数が、当初予算要求の際に見込んだ対象者数よりも大

きく上回ったことにより、増額するものであります。
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次の障がい福祉課一般経常事務費につきましては、障がい者が手助けを必要とするときに、周囲

の人たちからの配慮や手助けを受けやすくするためのヘルプカードを携帯するためのケース代とし

て増額するものであります。

次の大平健康福祉センターゆうゆうプラザ管理運営費につきましては、ゆうゆうプラザ厨房の大

型冷蔵庫が老朽化したことに伴う更新のための増額でございます。

次に、２目障がい福祉費、補正額20万6,000円の増額であります。説明欄１行目、障がい者相談

支援事業費につきましては、障がい者の高齢化、重度化や親亡き後を見据え、障がい児者が住みな

れた栃木市で安心して暮らしていけるよう、地域生活支援拠点における緊急時の支援体制を整備す

るため、11月より試行運用を実施する際に必要な地図購入等の消耗品費を増額するものが主なもの

であります。

次の身体障がい者補助犬健康管理等費用補助金につきましては、身体障がい者補助犬の貸与を受

ける障がい者に対し、補助犬の健康管理及び衛生確保に係る費用の一部を補助することで、障がい

者が外出しやすくするなど生活の幅が広がり、障がい者の社会参加の一助となるものであるため、

事業を新設するものであります。

次に、３目高齢福祉総務費、補正額1,738万6,000円の増額であります。説明欄１行目、臨時職員

共済費につきましては、職員課所管でありますが、子育て支援課の非常勤職員報酬の補正増に伴う

社会保険料の増額であります。

次の介護保険特別会計繰出金につきましては、介護保険特別会計の補正第１号により、市からの

繰出金を減額するものであります。

次の高齢福祉課一般経常事務費につきましては、まち・ひと・しごと創生総合戦略にのっとり、

栃木版ＣＣＲＣを進めるために旅費を増額するものであります。

次の老人福祉施設等整備事業補助金につきましては、国のメニューが新設、拡大されたことに伴

い、介護ロボット等導入経費並びにスプリンクラー整備経費を補助するため、増額するものであり

ます。

次の栃木市版地域包括ケアシステム推進事業費につきましては、栃木市地域包括ケアシステム構

築に寄与する活動を行う団体である栃木市地域包括ケア推進ネットワークが実施いたします、栃木

市版地域包括ケアシステム推進事業に対して交付する負担金を増額するものであります。なお、本

事業につきましては、栃木県わがまち未来創造事業交付金を活用するものであります。

次の多機関協働包括的支援体制構築事業費につきましては、複合的な課題を抱える世帯等に対し

て、分野横断的かつ包括的な相談支援体制を構築する国のモデル事業である多機関の協働による包

括的支援体制事業の実施に当たり、コーディネーター役として相談支援包括化推進員を配置するた

めの報酬及び業務委託料を主に増額するものであります。なお、本事業につきましては、国庫補助

である多機関協働包括的支援体制構築事業補助金を活用するものであります。
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42、43ページをお開きください。２項１目児童福祉総務費、補正額121万5,000円の増額でありま

す。説明欄１行目、子育て支援課一般経常事務費につきましては、子供の貧困対策の一環として、

子供の未来を応援する首長連合主催の会議等に参加するための旅費を増額するものであります。

次の子ども食堂開設運営補助事業費につきましては、子ども食堂を運営する民間団体宛てに、新

規に補助金を交付するために補正するものであります。

次の保育課一般経常事務費につきましては、ＡＥＤの設置を促進することにより園児の安全を確

保し、安定した保育環境を整えるため、ＡＥＤを購入する民間の保育園、認定こども園等11園に対

し、購入費の２分の１、10万円を上限として補助を行うものであります。

次に、２目児童措置費、補正額1,106万円の増額であります。説明欄、児童扶養手当支給費につ

きましては、法律改正による支給額の増額変更により扶助費に不足が生じるため、増額するものが

主なものであります。

次に、３目母子福祉費、補正額511万2,000円の増額であります。説明欄、母子・父子自立支援事

業につきましては、国の母子・父子家庭自立支援給付金制度が改正になり、当初予算の自立支援教

育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金に不足が生じるため、増額するものが主なものであります。

続きまして、44、45ページをお開きください。４款１項１目保健衛生総務費、補正額1,097万5,000円

の減額であります。説明欄、職員人件費につきましては、職員課所管でありますが、定期人事異動

に伴い、当初見込んでおりました所属の人数に変更が生じることから、給料等を減額するものであ

ります。以下、職員課所管の職員人件費につきましては、説明を省略させていただきます。

次に、３目環境衛生費、補正額2,727万6,000円の増額であります。説明欄１行目、聖地公園管理

費につきましては、主なものとして聖地公園第７種墓域において陥没が発生したための補修工事費

であります。また、聖地公園内調整池浚渫工事費につきましては、聖地公園にあります調整池にお

いて、堆積した土砂の浚渫を実施するものであります。また、聖地公園内擬木補修工事費につきま

しては、設置してあります擬木が損壊したため、補修工事を実施するものであります。

次の低炭素設備等導入調査事業費につきましては、環境省が推進する地球温暖化防止事業の補助

事業であり、二酸化炭素の削減に効果的な低炭素設備を導入するため、市有施設の既存設備におい

て、照明のＬＥＤ化や省電力タイプのエアコン、給湯設備に変更した場合の二酸化炭素削減量と費

用対効果を調査する事業であります。

次の災害関係環境保全事業費につきましては、栃木市崩土等除去・敷地復旧補助交付要綱により、

平成27年９月11日発生の関東・東北豪雨災害の際、崩落した西方地域の共同墓地を災害復旧するた

めに交付する補助金であります。以上で歳出の説明は終わらせていただきます。

続きまして、歳入の所管関係部分につきましてご説明を申し上げますので、お戻りいただいて、

28ページ、29ページをお開きください。14款１項１目２節児童福祉費負担金につきましては、344万

円の増額であります。説明欄、児童扶養手当給付費負担金につきましては、児童扶養手当法の一部
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改正に伴い、児童扶養手当支給費に対する国庫負担金を増額するものであります。

次に、２項２目１節社会福祉費補助金につきましては、3,589万円の増額であります。説明欄１

行目、臨時福祉給付事業補助金につきましては、低所得者の障害・遺族基礎年金受給者向け給付金

について、対象者数が当初予算要求の際に見込んだ対象者数よりも大きく上回ったことにより、増

額するものであります。

次の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金につきま

しては、介護ロボットを導入する６法人及びスプリンクラーを整備する１法人に対する国庫補助金

であります。

次の多機関協働包括的支援体制構築事業補助金につきましては、複合的な課題を抱える世帯等に

対して包括的支援を行う多機関の協働による包括的支援体制構築事業費に対する国庫補助金で、補

助率は４分の３であります。

次に、２節児童福祉費補助金につきましては、382万5,000円の増額であります。説明欄、母子家

庭等対策総合支援事業費補助金につきましては、国の母子・父子家庭自立支援給付金制度の改正に

伴い、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金に対する国庫補助金を増額するものであ

ります。

次に、３目１節保健衛生費補助金につきましては、2,000万円の増額であります。説明欄、二酸

化炭素排出抑制対策事業費等補助金につきましては、環境省が推進する地球温暖化防止事業の低炭

素設備導入調査事業を実施する際の定額補助金の上限額であります。

30ページ、31ページをお開きください。15款２項２目１節社会福祉費補助金につきましては、312万

8,000円の増額であります。説明欄、地域生活支援拠点体制整備モデル事業補助金につきましては、

栃木県地域支援支援拠点体制整備モデル事業補助金を活用し、地域生活支援拠点における緊急時の

支援体制を整備するものであります。

32ページ、33ページをお開きください。18款２項５目１節墓園管理基金繰入金につきましては、

627万6,000円の増額であります。説明欄、墓園管理基金繰入金につきましては、聖地公園の墓域陥

没工事を実施するために、基金から取り崩しを実施するものであります。

以上で説明は終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（広瀬昌子君） 以上で当局の説明は終わりました。

お諮りいたします。本件につきましては、歳入、歳出等を一括して審査いたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） 異議なしと認め、そのように決定をいたしました。

ただいまから歳入、歳出等を一括した質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方法により、ページ数もお知らせ願います。
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小堀委員。

〇委員（小堀良江君） 41ページですが、身体障がい者補助犬健康管理等費用補助金ということなの

ですが、貸与を受ける犬ということなのですけれども、盲導犬とか介助犬とかいろいろいるという

ふうに思うのですけれども、盲導犬も介助犬も、全てこういう補助金を受けられるということでよ

ろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 吉澤課長。

〇障がい福祉課長（吉澤洋介君） 今回、導入をされる方は盲導犬でございますが、この補正予算が

可決されれば、10月１日施行の要綱を準備しておりまして、そちらでは心身障がい者補助犬、いわ

ゆる盲導犬以外に介助犬、聴導犬なども対象として考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） 小堀委員。

〇委員（小堀良江君） １頭当たりの補助金というのは、どのくらいになるのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 吉澤課長。

〇障がい福祉課長（吉澤洋介君） 今回は、こういった補助犬の健康管理の部分での健診であるとか、

予防接種であるとか、あるいは公共の場に出るマナーのためのコートであるとか、そういった通常

のペットの犬を飼うこと以外の費用負担が大きいということで考えておりまして、いろいろお話を

聞く限り、実態として年間に７万円から８万円ぐらいかかるということでございます。そのうちの

２分の１、年間３万6,000円を限度として考えております。

ただ、今回は、この補正で下半期半年分でございますので、今年度については１万8,000円を限

度としたいと考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） 小堀委員。

〇委員（小堀良江君） 下半期１万8,000円ということなのですが、恐らく結構これを利用したい方、

利用している方はたくさんおられるというふうに思うのですが、この補正で間に合うということで

理解してよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 吉澤課長。

〇障がい福祉課長（吉澤洋介君） 実は栃木市におきましても、盲導犬の貸与をするということが、

今回初めてのケースでございまして、今回はお一人、１頭分の予算でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 小堀委員。

〇委員（小堀良江君） 介助犬等も利用されている方、利用したい方というのもいらっしゃると思い

ますし、盲導犬も利用したいという方もこれから増えてくるかもしれませんので、その推移という

のをしっかりこれから調査していただければというふうに思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 要望として。

福田委員。

〇委員（福田裕司君） 同じページ、41ページになります。社会福祉総務費の臨時福祉給付金の給付
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事業費ということで、補正を1,800万円ほどとっております。内容につきましては、ご説明で低所

得者の障害・遺族基礎年金受給者向け給付金ということで、額が多いのですけれども、対象者が増

えるということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤田課長。

〇福祉総務課長（藤田正人君） 給付金の給付額につきましては、１人３万円ということで、人数が

当初見込んだ数字が2,045人で、再度日本年金機構から国保連を通じて上がってきた数字が2,676人

ということで、631名の差が生じまして、その分でございます。

〇委員（福田裕司君） 了解しました。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 43ページの子ども食堂についてお伺いいたします。

一般質問でも２名の議員から質問がありましたけれども、全国的な広がりを見せているというこ

とで、栃木市にも１カ所開設できてよかったなというふうには思っております。これを材料費は寄

附、そして調理するのはボランティアというのが一般的であって、食事をした子供が料金を払うの

か、払わないのかというのも自由みたいなのです。無料であるかまたは料金を徴収しているのか、

その辺のところをお伺いしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） 今回の子ども食堂ひまわりにつきましては、お子様からは、議

員研究会でご説明しましたとおり、１回目については無料、２回目については300円をいただくと

いうことになります。よろしくお願いします。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 今後は月に１回開催するということでございますけれども、今後300円ずつ

徴収するということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） 今のところは300円ということで進めさせていただくというこ

とで聞いております。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） ここに来る子供たちなのですけれども、広く声をかけているのか、どういう

方を対象にしているのかお伺いしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） 今回は、ひとり親家庭福祉会のお声かけということで、発端が

そこから始まっておりますので、ひとり親家庭の方々をメーンにお声がけをして、それ以外の方々、

２回目につきましては、ひとり親以外の方も参加をされているというふうに聞き及んでおります。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。
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〇委員（大川秀子君） この本来の目的というのは、家庭の中で個食という一人きりで食事をしてい

る子供たち、あるいは家庭の中で満足に食事ができないという子供たちを対象にしていくというこ

となのですけれども、これから広めていくに当たって、その広報の仕方というか、どういう人を対

象にしていくのかというのが難しい点もあろうと思いますけれども、今後の方向性についてお伺い

をしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） 委員のおっしゃるとおりなかなか難しい、プライベートなとこ

ろ、デリケートな部分もありますので、そういった方にお声がけを個別にするというのは厳しいか

と思いますので、そういったものをやっているということで、いろんなＰＲなり周知なりをさせて

いただいて、参加を促すという方法で考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 今回、１カ所開設をいたしましたけれども、市内で今後の動きというのはあ

るのかどうかお伺いをしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） 確実にこうしたいというお話は来ておりませんけれども、お問

い合わせということで二、三件、いろんな地区でやりたいのだというふうにお話を伺っていること

はあります。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 県内では、市の補助を出している、自治体でお金を出しているというのは、

栃木市が初めてというふうに伺っておりますけれども、ほかにもある。

〔「宇都宮市とか大田原市とか日光市」と呼ぶ者あり〕

〇委員（大川秀子君） ほかにもあるわけですね。

〇委員長（広瀬昌子君） 補助金を出しているのは。

〇委員（大川秀子君） きっと補助金を出しているのは栃木市だけかなと思うのですが、補助金を出

すことに対しての難しさというのがあるようで、補助金をもらっていると、公平な運営をしなけれ

ばならないということで、運営する人がやりにくいということもあるようです。補助金をもらわな

ければ、対象者とか何かというのは全く自分たちの思いのままできるということで、メリット、デ

メリットがあると思いますけれども、これからの栃木市の方向性、考え方をお伺いしたいと思いま

す。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） ご承知のとおり、10万円ということで補助を今回させていただ

いているのは、やっていただいている方々のお心を大切にするということで答弁のほうでさせてい

ただいておりますけれども、そういった方向で、市としては継続してやっていただける、運営して
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やっていただけるということを大切にしていきたいと思っておりますので、市のほうである意味何

をやりなさい、これをやりなさいということではなくて、開設準備の意味と運営を継続する意味と

いうことで、今回、補助をさせていただいております。そういう方向で進めさせていただきたいと

考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 私は、一般質問でもこの問題を取り上げました。子供の貧困、かなり深刻な

状況で、こういった施策を進めていくということは大変いいと思っているのですけれども、８月に

２回、９月から１回ずつやるということですが、そこら辺のボランティア精神というのは大切なこ

とでありますけれども、やはりそれにはある程度の経費がかかっていくということで、この今回や

った状況というのは、相手のひまわりの運営委員会、そこら辺とは話はしているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） 我々子育て支援課としまして、計画なり事業なりにかかわらせ

ていただいて、一般質問の中にありました50万円ほどということで、白石議員からお話がありまし

たけれども、基本的にはひまわりさんの事業計画の中で考えられていたのは、ボランティアの方々

の食事については、ボランティアの方々からも食費を取っていらっしゃるということで、そういっ

たものの歳入もあったので、そうすると20人強のボランティアをされている方々がいらっしゃるの

ですが、その方々は食費を入れていただいている。経費を負担していただいている部分があるので、

そういったものも歳入として見込んで事業を行っていただいているということなので、今回につい

ては、収支がまだ全部終わっているわけではないので、そういうふうに経過として聞いております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 末永く続けていくというには、やっぱりボランティア精神だけでは続かない

というものがありますので、ぜひそういった点で来年も含めて、今後そういった財政的な支援措置

を充実させていただきたいと思います。これは要望にとどめておきます。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかに質疑はありませんか。

大川委員。

〇委員（大川秀子君） その下の段なのですが、母子・父子自立支援事業費ということで、国の制度

改正によって増額されたものだということなのですけれども、就業支援をするための制度というふ

うに伺っておりますけれども、今現在、何人ぐらいが対象になっているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） 10名程度ということになります。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） そうすると、当初予算にもありましたけれども、今、ちょっと当初予算は持

ってきていないのですけれども、当初予算と総額はそうするとお幾らになりますか。わかりました。
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済みません。1,106万円が当初予算だったので、1,600万円ということになりますね。10名というこ

となのですけれども、これは限度額が10万円というふうになっていると思うのですが、それはちょ

っと金額が大きいかなと。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） 申しわけございません。今回の補正につきましては、10万円の

４名分を１年間、制度を改正されたので、１年間増える。今までは２年間までというものが、３年

間までというふうに制度が改正されまして延びた分ということで、４名の方の分の増額をしており

ます。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 教育支援、自立するための、いろんな勉強するための支援ということになる

わけですけれども、当初予算の中で２年間が３年に延びたということは、当初予算でずっと１人当

たりが、４年間でこれだけ予算をとっていくということ。１年間でそれだけ必要だということにな

るのでしょうか。４年間分をとっているわけではないですよね、1,600万円ということは。

〔「年度ごとの決算だからね」と呼ぶ者あり〕

〇委員（大川秀子君） 年度ごとだからね。10人だと160万円、１人当たり160万円。聞き方が悪いか

な。では、もう一度質疑します。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 10人がいるということなので、１年間に１人当たり160万円補助を給付する

ということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） 申しわけございません。非課税世帯の方については、一月10万

円を１年間、４人分。課税世帯の方が７万500円なのですけれども、その方が１名ということで、

当初予算の分と補正予算の分とということをあわせて考えてしまいますと、当初予算の分は非課税

の方が６名、課税の方が１名ということで、７名分の高等技能訓練促進費ということで給付金をお

支払いをしているのですけれども、今回はそれ以外に４名を追加ということになります。済みませ

ん。よろしくお願いします。

〇委員（大川秀子君） 了解です。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありますか。

青木委員。

〇委員（青木一男君） 同じく43ページなのですが、保育課一般経常事務費ということで、民間のＡ

ＥＤの設置の補助金なのですが、11園に対して２分の１の10万円ということなのですが、確認した

いのですが、これは入れかえのためのＡＥＤの補助金という形でよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。
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〇保育課長（中野達博君） このＡＥＤの補助金につきましては、１園につき１回限り補助しますと

いうことで始まった制度でございまして、当初、初めて買う場合であっても、買い替えであっても、

１園につき１回ということですので、どちらでも大丈夫ということではあるのですが、基本的に平

成21年に旧栃木市で始まった制度で、栃木地域については、その当時の園については、当初全部買

うということで、新規で買うということで補助を始めたものでございます。今回は、その後合併等

で補助をしていなかった園等もありますので、そこについては一部買い替えの園もありますし、ま

だ設置していなかったので、今回、初めて買うというところもあるという状況でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） わかればで結構なのですが、ＡＥＤの耐用年数というのはどのぐらいという

ふうに認識しているでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） これにつきましては、メーカーによって多少違うのですけれども、６年

から８年、７年というところが一番多いようですが、６年から８年ということになっております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 41ページの高齢福祉総務費ということで、栃木市版地域包括ケアシステム推

進事業費で30万円が計上されましたけれども、１つの団体に補助するということですけれども、そ

の事業の内容をもう少し詳しく知りたいのですけれども。

〇委員長（広瀬昌子君） 鈴木課長。

〇参事兼地域包括ケア推進課長（鈴木優子君） 栃木市版地域包括ケアシステム推進事業の内容とい

うことですけれども、県のわがまち未来創造事業として位置づけられている事業でありまして、栃

木市においては医療、介護の連携を進める中で、高齢者がいかに住みやすくするかということで、

地域包括ケア推進ネットワークという団体が積極的に、医師会や歯科医師会、薬剤師会あるいは訪

問看護ステーションなどの関係機関が構成団体となりまして、いろいろと研究事業あるいは事業の

実際の推進とか、それぞれの団体で行う事業などについてアドバイスなどを行っているような活動

を行っております。

そういった中で、この事業につきましては、高齢者が在宅で安心して住み続けられるようにとい

うことで、在宅医療の重要性や必要性などについて市民に普及啓発するということで、今年度にお

きましては講演会を予定しております。また、今後におきましては、介護人材の育成などについて

も含めて考えているところであります。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 国の政策で、施設介護から、また在宅介護みたいな方向に持っていこうとい

うふうなところがありますけれども、そこら辺で受け皿を栃木市としてつくっていく。そういった

ところの目的ということで理解してよろしいのでしょうか。
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〇委員長（広瀬昌子君） 鈴木課長。

〇参事兼地域包括ケア推進課長（鈴木優子君） 受け皿という部分も含めてかと思いますけれども、

いかに市民に在宅医療の必要性について普及していくかということで、まず市民が在宅医療という

ものについてご理解いただいて、そこに医療や介護の関係者が支援をしていくということが必要に

なってきます。市民のほうが施設ということで、あるいは病院という志向でおりますと、なかなか

在宅医療については進まないという部分もございますので、在宅医療の必要性について普及してい

くことが必要かと思われます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 続けていいですか。45ページの聖地公園管理費ですけれども、補修とか浚渫

ということでありますけれども、ある方から、高齢になって、上のほうの墓地を買ったもので、な

かなか上まで行くのが大変だということで、手すりでもつけてもらえないかということがあるので

すけれども、今回はそういった工事は含まれていないということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 金子課長。

〇環境課長（金子一彦君） よろしくお願いします。議員には、このお話、前にちょっとお聞きして

いまして、今回の補正には手すりの工事は含まれておりません。なお、中央階段には既に手すりは

ついております。

以上です。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 中央階段には手すりがあるということはお聞きしましたけれども、ぜひ周り

の別のところ、やはり高齢化もしていますので、そういった点で、ぜひ今後の事業として考えてほ

しいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） では、要望です。よろしいですか。

大川委員。

〇委員（大川秀子君） 同じ45ページの低炭素の設備導入調査事業費ということで2,000万円が来て

おります。今回、国庫補助金ということで、市有の施設のＬＥＤ化とか、消費電力の少ない機器に

取りかえるという調査委託料とは言っておりますけれども、実際にこれは現物を導入する費用なの

かどうかお伺いをしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 金子課長。

〇環境課長（金子一彦君） 済みません。国の調査ということで、現物を導入する費用ではございま

せん。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 調査で2,000万円かけてしまったらもったいないので、何かをＬＥＤにして

しまったほうがいいのではないかと私は考えるのですが、調査をするということは、市の施設全部
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を調査して、ＬＥＤにした場合には、このくらいの減額というか、消費電気量が下がるという調査

をしなさいということなのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 金子課長。

〇環境課長（金子一彦君） まず、この調査ですが、市の施設、53施設を対象と予定をいたしており

ます。今年の８月に、この調査の申請はしてあります。これが通るかどうかの結果はまだ来てはい

ないのですが。なお、この2,000万円、調査費につきましては、全額国のほうで補助がつきます。

以上です。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） これはどういうところに、市の職員がやるとは思えないのですけれども、ど

こかに委託をするということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 金子課長。

〇環境課長（金子一彦君） 市内の業者では見当たらなかったのですが、県内の業者での委託という

形になります。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） そっくり2,000万円を委託業者に委託をするということでよろしいのですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 金子課長。

〇環境課長（金子一彦君） おっしゃるとおりでございます。そっくり委託業者のほうに流れるとい

うことでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 入札するということはないのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 金子課長。

〇環境課長（金子一彦君） 済みません。入札でやっていきたいと思っております。

〇委員（大川秀子君） ぜひそのようにお願いします。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 関連で。2,000万円という調査費用、これはある程度の、どういった調査を

するのかというのも含めて予算を組んだと思うのですけれども、その調査内容というのはどういっ

たことをやるのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 金子課長。

〇環境課長（金子一彦君） 済みません。調査事業のまず流れをご説明したいと思うのですが、この

調査が通りまして、業者の選定を行います。選定された業者が現状把握調査をいたします。その後、

低炭素設備導入効果とか投資効果の試算をします。それと、バルクリースといいまして、バルクリ

ースとは、リース事業者が複数の施設に導入する同一設備を一括大量購入して、初期投資額を低減

する。その低減効果を生かしてのリースを実施する手法をバルクリースと言うのですが、このバル
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クリースによりましての効果の試算を行います。私どもに届いている情報はその程度なので、済み

ません。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 国の補助が出るという、これはまだ決まったわけではないみたいですけれど

も、補助が受けられなかった場合はどういうふうになるのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 金子課長。

〇環境課長（金子一彦君） この事業は３カ年事業です。来年も同じ事業をやるという確定まではし

ていないのですが、３年事業ということは聞いています。今回、申請はしていますが、落ちてしま

った場合、国の情報に目を光らせて、今後も、来年もあれば応募はしていきたいと考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 地球温暖化もかなり心配な状況であって、こういった取り組みというのは必

要なのかなと思いますけれども、リースでやるというのは、どこかの学校でしたっけ、やっていま

すよね。ここら辺で、リースのほうがいいのだというような結論を出しているわけですけれども、

今回調査してリースでやるということになれば、そういう方向でやっていくということになるので

しょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 金子課長。

〇環境課長（金子一彦君） ご指摘のとおり、リース事業としまして、市内13校ＬＥＤ化をしました。

現在、それの検証といいますか、その結果、効果を確認しているところでございます。今回の調査

事業の対象となる低炭素設備の施設ですが、説明にもありましたけれども、ほかに空調とか給湯設

備も入っております。より拡大した目で進めたいと思っております。

〇委員長（広瀬昌子君） これをもって質疑を終了いたします。

ただいまから討論に入ります。

〔「省略」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） 討論省略の声があります。討論を省略することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認め、討論を省略することに決定をいたしました。

ただいまから議案第102号の所管関係部分を採決いたします。

本案は原案を可決すべきものとすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） 異議なしと認めます。

したがいまして、議案第102号の所管関係部分は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしま

した。

ここで暫時休憩をいたします。
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（午前１０時０７分）

〇委員長（広瀬昌子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時２０分）

◎議案第１０３号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇委員長（広瀬昌子君） 次に、日程第３、議案第103号 平成28年度栃木市国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

当局からの説明を求めます。

なお、説明欄に記載されております金額につきましては、読み上げを省略していただいて結構で

す。

藤平保険医療課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） ただいまご上程をいただきました議案第103号 平成28年度栃木市

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきましてご説明を申し上げますので、補正予算書の

７ページをお開きください。

平成28年度栃木市の国民健康保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによると

いうものであります。

歳入歳出予算の補正は、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億6,418万7,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ223億5,436万8,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるというものであります。第１表につきましては、８、

９ページに記載してございます。

それでは、補正予算の内容につきまして、歳出からご説明をいたしますので、94、95ページをお

開きください。１款１項１目一般管理費、補正額97万2,000円の増額であります。説明欄、国民健

康保険事務費につきましては、平成30年度の国保制度改革に向けたタスクシステムの改修に係る業

務委託料について、増額補正するものであります。

96、97ページをお開きください。３款１項１目後期高齢者支援金、補正額8,233万9,000円の増額

であります。説明欄、後期高齢者支援金につきましては、本年度の後期高齢者支援金の算定の結果、

予算に不足が生じましたので、増額補正するものであります。

98、99ページをお開きください。11款１項３目償還金、補正額8,087万6,000円の増額であります。

説明欄、療養給付費等負担金等返還金につきましては、療養給付費等負担金及び特定健康診査等負

担金の精算の結果、負担金が超過交付となり、返還の必要が生じたため、増額補正するものであり

ます。
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続きまして、歳入についてご説明をいたしますので、92、93ページにお戻りください。４款１項

１目１節療養給付費等負担金、現年度分、補正額2,634万8,000円の増額であります。説明欄、後期

高齢者支援金につきましては、費用額に対する国の100分の32の負担金でありまして、後期高齢者

支援金の支出増に伴い増額補正するものであります。

次に、４款２項１目１節普通調整交付金、補正額576万3,000円の増額であります。説明欄、普通

調整交付金につきましても、後期高齢者支援金の支出増に伴い増額補正するものであります。

次に、２目１節国保制度関係業務準備事業費補助金、補正額97万2,000円の増額であります。説

明欄、国保制度関係業務準備事業費補助金につきましては、国保制度に係るシステム改修費用に対

する国の10分の10の補助金でありまして、タスクシステム改修に係る委託料の支出増に伴い、増額

補正をするものであります。

次に、７款２項１目１節安定化調整交付金、補正額494万円の増額であります。説明欄、安定化

調整交付金につきましては、後期高齢者支援金の支出増に伴い増額補正するものであります。

次に、11款１項２目１節その他繰越金、補正額１億2,616万4,000円の増額であります。説明欄、

その他繰越金につきましては、平成27年度の決算剰余金の一部でありまして、歳出の後期高齢者支

援金及び療養給付費等負担金等返還金の支出増に伴い、その財源として補正増するものであります。

以上で栃木市国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い

をいたします。

〇委員長（広瀬昌子君） 以上で当局の説明は終わりました。

お諮りいたします。本案につきまして、歳入、歳出等を一括して審査いたしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） 異議なしと認め、そのように決定をいたします。

ただいまから歳入、歳出等を一括した質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方法により、ページ数もお知らせ願います。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） １点だけ、97ページの後期高齢者支援金、法定負担金が増えたということで

ありますけれども、これは後期高齢者が当初よりも増えているということなのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 後期高齢者支援金につきましては、後期高齢者医療制度に対しまし

て、財源の約４割を国保や被用者保険の各保険者が加入者に応じて支出するというものでございま

す。平成28年度の後期高齢者支援金につきましては、社会保険診療報酬支払基金の算定の結果、当

初予算との差異が生じたということで、今回、増額補正ということになったわけでございます。よ

ろしくお願いします。
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〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） これは後期高齢者が増えたというか、見通しが違ったということではなくて、

計算した結果、こうなったということで理解してよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 委員のおっしゃるとおりでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） これをもって質疑を終了といたします。

ただいまから討論に入ります。

〔「省略」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） 討論を省略することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認め、討論を省略することに決定をいたしました。

ただいまから議案第103号を採決いたします。

本案は原案を可決すべきものとすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認めます。

したがいまして、議案第103号は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

◎議案第１０４号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇委員長（広瀬昌子君） 次に、日程第４、議案第104号 平成28年度栃木市介護保険特別会計（保

険事業勘定）補正予算（第１号）を議題といたします。

当局から説明を求めます。

なお、説明欄に記載されております金額につきましては、読み上げを省略して結構です。

首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） それでは、ただいまご上程いただきました議案第104号 平成28年

度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第１号）についてご説明いたします。

補正予算書の11ページをお開き願います。平成28年度栃木市の介護保険特別会計（保険事業勘定）

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正につきましては、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億434万

4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ141億5,446万8,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるというものでございます。
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それでは、歳出からご説明いたしますので、補正予算書の108、109ページをお開きください。１

款１項１目一般管理費の補正額は533万1,000円を減額するものであります。説明欄の職員人件費及

び次の県市町村総合事務組合負担金につきましては、職員課所管でありますが、定期人事異動に伴

い、当初見込んでおりました所属の人数に変更が生じたことから、給料等について減額補正したい

というものであります。以下、職員課所管の職員人件費につきましては、説明を省略させていただ

きます。

次の介護保険総務費（栃木）につきましては、国民健康保険団体連合会との伝送回線を光ケーブ

ル化するための配管工事を行うために、増額補正をしたいというものであります。

次のページをお開きください。１款３項２目認定調査等費は、補正増減はありませんが、認定調

査員に欠員が生じたことから、認定の迅速化を図るため、介護認定調査員報酬を減額し、市内施設

等への要介護認定調査委託料を増額するものであります。

次のページをお開きください。５款２項１目介護予防支援事業費の補正額は51万7,000円を増額

するものであります。説明欄の地域包括支援センター事務費につきましては、地域包括支援センタ

ーシステム保守委託料に不足が生じたため、増額補正したいというものであります。

次に、２目総合相談事業費の補正額は824万7,000円を増額するものであります。説明欄の総合相

談事業費につきましては、地域包括支援センター配置の社会福祉士に係る業務委託料に不足が生じ

たため、増額補正したいというものであります。

次に、３目権利擁護事業費の補正額は、18万3,000円を減額するものであります。説明欄３行目

の権利擁護事業費につきましては、地域包括支援センター配置の非常勤社会福祉士の報酬であり、

減額補正いたしまして、その分を２目の総合相談事業費の委託料増額補正で対応するというもので

あります。

次のページをお開きください。７款１項２目償還金の補正額は、１億109万4,000円を増額するも

のであります。説明欄の国庫支出金等返還金につきましては、平成27年度に国から交付された介護

給付費負担金並びに社会保険診療報酬支払基金から交付された地域支援事業交付金の精算確定に伴

い、超過交付分を返還するため、増額補正したいというものであります。

続きまして、歳入についてご説明いたしますので、106、107ページをお開きください。４款２項

３目地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）の補正額は、317万円を増額するものであ

ります。説明欄の現年度分につきましては、地域支援事業の介護予防支援事業費及び総合相談事業

費、権利擁護事業費の増額により、国からの交付金を増額補正したいというものであります。

続きまして、６款３項２目地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）の補正額は、158万

5,000円を増額するものであります。説明欄の現年度分につきましても、国の交付金と同様に県か

らの交付金を増額補正したいというものであります。

９款１項３目地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）の補正額は、203万7,000円を増
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額するものであります。説明欄の現年度分につきましては、国、県と同様一般会計からの繰入金を

増額補正したいというものであります。

次の４目その他一般会計繰入金の補正額は、533万1,000円を減額するものであります。説明欄の

職員給与費等繰入金につきましては、一般管理費に計上した職員人件費分の人事異動等による減額

に伴い、一般会計繰入金を減額補正したいというものであります。

次の事務費繰入金につきましては、歳出で計上いたしました国民健康保険団体連合会への伝送回

線光ケーブル化工事分を一般会計から繰り入れるものであります。

10款１項１目繰越金の補正額は、１億288万3,000円を増額するものであります。説明欄の前年度

繰越金につきましては、今回の補正予算の財源として前年度繰越金を充当するものであります。

以上をもちまして、平成28年度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第１号）の

説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（広瀬昌子君） 以上で当局の説明は終わりました。

お諮りいたします。本案につきまして、歳入、歳出等を一括して審査いたしたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認め、そのように決定をいたします。

ただいまから歳入、歳出等を一括した質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方式により、ページ数もお知らせ願います。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 111ページの介護認定調査費、これがやめたというか、半期分の報酬を要介

護認定調査委託料のほうに回すということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 半期分ということではございませんで、認定調査員が急遽家庭の都

合で２名ほど欠員になりました。今、１名補充されまして、残り１名の欠員が出ているのですが、

間もなく補充される予定ですけれども、認定調査は待っていることができませんので、その間の認

定調査を市内の介護事業所に委託をしてお願いするというような、そんな形での補正計上でござい

ます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） これまでにそういった事例はあったのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） これまでも欠員等の時期はございましたけれども、何とか補充が少

しおくれても、対応してきた部分のところはございます。ただ、最近非常に認定数が多いと、申請

数が多いという部分のところがございまして、認定申請は１カ月以内に判断をしなければいけない
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という時間的制約がございますので、今回のような措置をとらせていただいたところでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） これまでも民間のほうに委託していたのですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 更新申請の部分は委託が可能でございましたので、若干の委託はし

ておりました。ただ、認定数が増えているということで、今年度から少し委託の件数を増やしてい

るところではございます。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。

ただいまから討論に入ります。

〔「省略」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） 討論を省略することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） 異議なしと認め、討論を省略することに決定をいたしました。

ただいまから議案第104号を採決いたします。

本案は原案を可決すべきものとすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認めます。

したがいまして、議案第104号は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

◎認定第１号の質疑、討論、採決

〇委員長（広瀬昌子君） 次に、日程第５、認定第１号 平成27年度栃木市一般会計歳入歳出決算の

認定についての所管関係部分を議題といたします。

なお、各会計の決算につきましては、去る８月19日に開催をした議員全員協議会及び９月12日に

開催をした本委員会において、当局からの説明が終了しておりますので、本日は各会計の決算の説

明を省略いたします。

お諮りいたします。審査の順序につきましては、まず歳出各款ごとの質疑、次に歳入を一括した

質疑、最後に討論、表決の順序により進めたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） 異議なしと認め、そのように決定をいたします。

◎発言の訂正
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〇委員長（広瀬昌子君） ここで、藤平保険医療課長より発言訂正の申し出がありましたので、これ

を許します。

藤平保険医療課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 12日に開催されました民生常任委員会におきまして、一般会計の歳

出決算につきましてなのですが、２カ所発言内容に誤りがありましたので、訂正をさせていただき

たいと思います。

訂正箇所につきましては、１つ目は決算書の251ページの最後の行になりますが、不妊治療費助

成事業費でございます。助成件数を119件と申し上げましたが、143件が正しい数字になります。

また、２つ目につきましては、次のページの253ページ、上から２行目になります。不育症治療

費助成事業費の説明におきまして、助成件数を１件と申し上げましたが、４件の誤りでございまし

たので、訂正をさせていただきます。

以上でございます。大変失礼をいたしました。

〇委員長（広瀬昌子君） お聞き取りのとおりであります。よろしくお願いをいたします。

〇委員長（広瀬昌子君） それでは、歳出各款ごとの質疑に入ります。

２款総務費中所管関係部分の質疑に入ります。206ページから225ページです。

質疑を許します。

大川委員。

〇委員（大川秀子君） 223ページの中長期在留者住居地届出等事務費ということでございますけれ

ども、毎回同じような６万円の予算になっておりまして、ほぼその金額に見合っている決算にはな

っていますけれども、最近、外国人の届け出が非常に増えているのではないかというふうに思いま

すが、この予算でこれからも十分なのかどうかお伺いをしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） ６万円の支出につきましては、参考図書と中長期在留の届け出事

務の消耗品ということで４万8,196円ということで、支出は５万356円ということだけになっており

ますけれども、中長期の外国人の転入転居とかにつきましては、大変多くなっておりまして、職員

の負担については大変多くなっているところでございます。支出については、今回の消耗品等につ

いては、変更は余りないというふうに考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 今、質疑しようと思ったのですが、大分何十人も一度に転入手続をするとい

うことで、窓口業務がどうなのかなというふうに心配をしておりますけれども、今、大変になって

いるということなのですね。これは中長期在留者というのは、ほぼ留学生が対象にもなるかなと思

いますが、何年ぐらいの在留期間になるのでしょうか。
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〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） ほとんど留学生とかということになりますと、１年程度という形

の方が多いかと思います。今、ネパール人が平成28年３月で882人、フィリピン人が433人、ペルー

人が405人、中国人が383人ということで大変多くなっているのと、市民生活課の窓口のほうでは、

短い時間の中での転入ですとか、転居ですとかということでの手続が大変多くなっている状況でご

ざいます。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 留学生であれば、１年ということになると思いますけれども、恐らくその後

はどうなっているのかなという気がしているのですけれども、その後のその人たちの日本に居住し

ているという状況というのはどうなのか、わかったら教えていただきたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） 申しわけございません。今現在の人口ということでの把握はして

いるのですけれども、日ごろ見ている状況ですと、転入された方は、国内のほうに転居なさったり

という方も大変多いですけれども、一旦帰って、また戻るというようなことになっている方が多い

かなというふうに思っております。留学生のその後の状況というのは把握しておりません。申しわ

けありません。

〇委員（大川秀子君） はい、結構です。

〇委員長（広瀬昌子君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） 209ページ、２款１項10目交通安全対策費についてご質問させていただきま

す。

交通指導員の報酬ということで61名分、3,400万何がしということなのですが、この61名につい

ては、私が思うところ、今後、増えることはあっても減ることはないのではないかと思うのです。

それで、ちょっと勉強不足でお聞きしたかったのですけれども、交通指導員の方って高齢者という

か年配者の方が多くて、定年制とかというのはあるのですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 橘課長。

〇交通防犯課長（橘 唯弘君） お答え申し上げます。

年齢制限につきましては、まず規則で採用時に74歳未満、つまり73歳ということがうたわれてい

まして、あわせまして任期は２年ということでございますので、一番最高齢ですと、任期１年目に

74歳を迎え、最後の２年目で75歳を迎えて退任ということになりますので、75歳定年制と言える状

況でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） 私も何人か存じ上げている方がいらっしゃいまして、確かに年齢というのは

制限すべきだとは思うのですけれども、非常になれていて、まだまだ元気な方ってたくさんいるの



- 32 -

です、実際に。その人も熱心で、お子さんの名前から住んでいる場所から全て知っている方という

のがいらっしゃいまして、今後、そういう元気なお年寄りと言ったらいけないのですけれども、継

続できるものなら、そういうところも検討したらいかがなのかなと思うのですけれども、この辺ど

うでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 橘課長。

〇交通防犯課長（橘 唯弘君） おっしゃるとおり、例えば今年度ちょうど任期が切れまして、10名

の方がおやめになるのですけれども、そのうちの間違いなく１名の方なんかは、全然支障ないかな

と思われる方もいらっしゃいます。また、そんなわけで交通防犯課としては、人材の確保からも、

できるだけ幅を持たせたいところではございますが、そのほかの交通指導員さんの状況を見ると、

75歳定年は妥当な状況かなと思っております。研究してまいりたいと思います。

以上です。

〇委員長（広瀬昌子君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） あわせまして、退任される方との引き継ぎというのは、例えば人材面で滞り

ないような状況なのでしょうか。現在、次の方がすぐ見つかるというか、交代できるような形には

なっているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 橘課長。

〇交通防犯課長（橘 唯弘君） ３月で任期が切れます。当然、間があきますと危険な状況になりま

すので、それを踏まえた採用ということで、間があかないようにもちろんしていますし、引き継ぎ

も場所とか状況とか、うまくやっていただいています。そういう状況です。

〇委員長（広瀬昌子君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） もう一点教えてください。

今現在、61名ということなのですけれども、例えばこの指導員の方を増やすとか、そういう手続

というのは、自治会とかそういうところからの要請で増えるのですか、これは。

〇委員長（広瀬昌子君） 橘課長。

〇交通防犯課長（橘 唯弘君） そういうことになります。ただ、予算措置も必要なわけでございま

して、61人の交通指導員、児童等の朝の登校時の交通安全には十分貢献しているというふうに考え

ていますが、市全体を見ますと、やはり父兄の方の旗当番、それから学校の先生方、学校関係者、

それからボランティアの方々で担われていまして、61名というのはほんの一部なのかなというふう

に考えてございます。なので、そういうご要望があったときには、一時的にはご父兄の方々でお願

いして、ただ交通量とか交通安全上支障がある場合には、交通指導員の追加配置というようなこと

でご了解いただければありがたいというふうに考えています。

以上です。

〇委員（福田裕司君） 了解しました。
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〇委員長（広瀬昌子君） 小堀委員。

〇委員（小堀良江君） 223ページです。証明書コンビニ交付システム事業費ですけれども、コンビ

ニの数が随分増えましたけれども、全てのコンビニで交付ができるのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） 市内で利用できるコンビニにつきましては、セブンイレブン、フ

ァミリーマート、サークルＫサンクス、ローソン、セーブオンということで、平成28年３月現在で

68店舗でございます。全国でもこのセブンイレブン、ファミリーマート、サークルＫサンクス、ロ

ーソン、セーブオンの機械が入っているところでは取れるという形になっております。

〇委員長（広瀬昌子君） 小堀委員。

〇委員（小堀良江君） 申請件数はどのぐらいだったのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） 平成27年度で住民票の写しの交付は477件、印鑑登録証明書の交

付は614件でございました。

〇委員長（広瀬昌子君） 小堀委員。

〇委員（小堀良江君） これまでの推移等どのように変化をしてきているでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） 証明書のコンビニ交付につきましては、平成27年12月までは住民

基本台帳カードにコンビニ交付機能の登録されたものだけが、コンビニ交付が利用できたものなの

ですけれども、平成28年１月から個人番号カードにコンビニ交付の機能が備えられました。そこに

なりまして、個人番号カードが増加されますので、これからコンビニ交付の利用は増えていくとい

うふうに考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） 小堀委員。

〇委員（小堀良江君） １件当たりのコストというのは、大体おわかりになりますでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） 済みません。後ほど計算させていただきます。申しわけありませ

ん。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかに。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） その下の個人番号カード交付事業費、これは一般質問でも取り上げられてい

ましたけれども、平成27年度10月から通知が始まって、１月からカードの発行、そういうことにな

りましたけれども、通知カードの状況をまず知りたいのですけれども。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） マイナンバーカードの通知カードにつきましては、10月５日現在
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の住所登録地に、世帯主宛てに６万3,000世帯に11月までに送付したところでございます。通知カ

ードの返戻数につきましては、今、平成28年７月末日で5,044件ございまして、窓口交付、再送付

が3,495件、転出、死亡等での除外が249件で、こちらのほうに残っているものが1,300件という形

になっております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 3,495件をまた再送して、1,300件が当てがないというか、そういう状況とい

うことでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） 再送しておりますけれども、手元にまだ残っていて、お届けして

いないものが1,300件あるということでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） こういった方々は個人番号カードというのは、マイナンバーを知らないわけ

ですから、使えないということになりますけれども、そういった対応は、行政もマイナンバーの本

人のカードをいろいろ手続するときとか使うわけですけれども、そういった届いていない方に対し

てどういった対応するわけでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） 皆さんに広報等、ホームページ、それからラジオ等でお知らせし

ているところではございますけれども、実際必要になった場合には、個人の住民票をとっていただ

きますと、個人番号カードの記載入りの住民票をお渡しすることができますので、それでその方の

個人番号をお知らせすることが可能になっております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） あと、個人番号カードの発行状況ですけれども、申請状況と実際発行された

数は一体どのくらいになっていますでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） 平成28年８月末現在で、栃木市内で交付申請された方は１万2,867人

です。その方に交付通知を送った方が１万1,556件でございまして、実際に平成28年８月末までに

個人番号カードがお手元に届いた方は8,741人ということになります。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 情報システム機構へ発行委託するということで、システムトラブルとか、そ

ういうのも聞いていますけれども、この状況ですと、なかなか申請しても発行されないという状況

が続いているということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） 栃木市のほうに滞っているものというのは、機構のほうでのトラ
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ブルによっての滞っているものは解消されておりますので、ありませんけれども、ただこの申請し

た数と交付件数が違っておりますのは、申請からカード作成までのタイムラグがあることと、通知

したけれども、とりに来ていない方がいらっしゃるということ。あと、申請したけれども、その後

交付を希望していない方が、こちらのほうにとりに来ていただけない方も結構いらっしゃるという

ことで、この差があるということでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 個人番号カードは写真つきで、いろいろな証明書とか証明にもなる、個人証

明に使えるということですけれども、今、このカードで利用できるのはどういったことでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） 本人確認になるということです。それから、コンビニ交付のよう

に個人認証のサービスがついておりますので、そちらのほうで利用することが可能になっておりま

す。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 運転免許証に近い感じですけれども、これをなくした場合、個人情報が漏れ

るとか、そういった非常に危険性があると思いますけれども、そういったなくしたときの対応とい

うのはどういうふうになっているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） なくした場合には、Ｊ―ＬＩＳの対応センターのほうで24時間対

応しておりますので、そちらのほうでシステムをとめるということができます。もちろん栃木市役

所のほうとかにご連絡いただいてもとめることができます。あと、それをなくしてほかの方に悪用

されるおそれがあるということであれば、番号を変えることも可能でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） これまでにそういった事例というのは出ているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） ご本人がなくされて心配だということで、なくされたとか、お財

布ごと落としたということで、番号を取りかえてくださいという依頼はございました。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありませんか。

白石委員。225ページまで、いいのですか。白石委員。

〇委員（白石幹男君） 215ページ、ふれあいバス運行事業費ですけれども、平成26年度の主要事務

事業を見ますと、その他特定財源が入っているのですけれども、今回は見ますとゼロというふうに

なっていますが、これはどういったことなのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 橘課長。

〇交通防犯課長（橘 唯弘君） お答え申し上げます。
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特定財源というか、国のほうの補助金が、国のほうの規定に合致したものに交付されております

が、事業所のほうに直接交付となっている点が、まず１点ございます。部屋線と岩舟線が該当にな

りまして、事業所のほうに入っておりますので、当然かかった経費から運賃並びに国庫補助を引い

たもので、不足額を補助金というふうに出していますので、記載はございませんが、そういった特

定財源は入ってございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 平成26年度はちゃんとここに幾ら幾らと、金額は忘れましたけれども、入っ

ているのです。私は、その特定財源というのは運賃収入なのかなと思っていて、そのやり方が変わ

ってきたのかという疑問を持ったわけですけれども、それはそういうことでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 橘課長。

〇交通防犯課長（橘 唯弘君） 事業費の支出については、必要経費から運賃等の収入を引いた残り

を補助して支出しておりますので、直接的には入ってこないのが正しいやり方かなと思います。済

みません。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） そうですか。では、これは決算額で２億5,400万円ほどになっていますけれ

ども、そこは運賃収入を引いたものがここで計上されているということになるのですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 橘課長。

〇交通防犯課長（橘 唯弘君） おっしゃるとおりでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 平成26年度は特定財源ということで、主要事務事業を見れば入っているので

す。だから、そのやり方が何らか変わったのかなと思ったわけです。平成26年度と何か変わった点

があれば、答弁願いたいのですけれども。

〇委員長（広瀬昌子君） 橘課長。

〇交通防犯課長（橘 唯弘君） 制度的には特に変わってございません。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） それでは、利用状況ですけれども、これは平成26年度よりも増えているよう

な気はするのですけれども、全体的にどういうふうになっていますでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 橘課長。

〇交通防犯課長（橘 唯弘君） 利用状況につきましてお答え申し上げます。

平成26年度と昨年度、平成27年度を比較しますと、単純に利用者は7,252名増加しております。

この数字でも満足いかないところでございますが、実は岩舟線につきましては、平成26年度の11月

から運行しているものですから、当然その部分は増えまして、そこを勘案しますと、全体で2,399人

の増にとどまっている状況でございます。
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〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 市民の方から見ると、空気を運んでいるようだというような、そういった昼

間利用の時間が少ないところはなっているわけですけれども、これは交通弱者にとっては大変なく

てはならない事業だと私は思いますけれども、そういった批判というか、そういうのをなくすため

にも、利用者の増、そういったことを図っていくべきかなと思いますけれども、そこら辺はどう考

えているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 橘課長。

〇交通防犯課長（橘 唯弘君） お答え申し上げます。

交通防犯課とすれば、公共交通の充実というものが目標になってございますので、これからもど

んどん続けていきたいというふうに考えてございますが、将来的に財政には限りがございますので、

そういった優先順位を定める必要が生じたときに、委員がおっしゃるとおり全路線とは言いません

けれども、利用率の低い路線については、場合によっては廃止も考えなければならないというよう

なことを危惧しておりますので、委員おっしゃるとおり、利用増に努めるべきだなというふうに考

えているところでございます。

以上です。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） あと、私の地元の寺尾線ですけれども、寺尾線は利用状況はまあまあになっ

ているのですけれども、終点が出流の分かれ道になっていて、運転手さんのトイレがないというこ

とで伺っているのです。地元の方から、トイレを借りに来たとか、前回も言ったかな。ぜひそうい

った点で、簡易トイレを設けるとか、別な方法としては、出流ふれあいの森まで行ってしまって、

そこのトイレを利用するとか、出流山まで終点を持っていってしまって、出流山のトイレを利用す

るとか、そういった提案が住民の方からあったわけですけれども、そこら辺、やっぱり野原にやる

わけにはいかないので、そういったところも考えたほうがいいのかなという思いがあるのですけれ

ども、そこら辺どう考えていますでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 橘課長。

〇交通防犯課長（橘 唯弘君） 委員がおっしゃるとおりだと思います。今は、多少ドライバーさん

なり事業者にご負担をかけてしまっている状況ですので、なかなか難しい面はありますが、今後も

検討してまいりたいと思います。

以上です。

〇委員長（広瀬昌子君） １件当たりの経費は出ましたか。

岸課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） 済みません。平成27年度につきましては、おおむね6,000円とい

うか形になります。ただ、平成28年度につきましては、だんだん利用率が上がっているということ、
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それから税務課のほうの使用が入りますので、だんだん単価が下がるという形になっております。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありますか。

小堀委員。

〇委員（小堀良江君） それに対して。

〇委員長（広瀬昌子君） 小堀委員。

〇委員（小堀良江君） そうしますと、自動交付機というのが別に設置されておりますけれども、そ

のコストとどのぐらい違うのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） よろしいですか。では、すぐに出ませんでしたら、その後で結構ですので。

ただいまの所管の質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） では、２款の質疑を終了といたします。

次に、３款民生費中所管関係部分の質疑に入ります。232ページから265ページです。

質疑を許します。

大川委員。

〇委員（大川秀子君） 247ページの児童福祉総務費のところで就学前障がい児等発達支援事業費と

いうのがあります、1,600万円。非常に有効な事業だと思いますけれども、これは専門職員をどこ

に配置をされているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） こどもサポートセンターのほうに専門員を配置しております。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） いろいろ専門の職員がいると思いますが、これは何人分の報酬ということに

なりますか。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） ここの就学前障がい児等発達支援事業費で見ておりますのは、

専門員さんとして心理職、言語聴覚士、言語指導員、作業療法士ということで、心理職の方が１名、

言語聴覚士が２名、言語指導員が３名、作業療法士として１名を計上してございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） こどもサポートセンターの配置ということなのですけれども、社協の中にも

障がい児に対しての支援事業があると思うのです。これは社協のほうで開催をしているのか、市の

ほうの補助で行っているのか、お伺いしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 吉澤課長。

〇障がい福祉課長（吉澤洋介君） お答えいたします。

社会福祉協議会で行っているのは、障害者総合支援法、児童福祉法に基づく児童発達支援あるい
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は放課後児童デイという事業として行っておりまして、市の支援ということではなくて、社会福祉

法人の事業者として事業を行っているものだと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） そうしますと、例えばそういった障がいを持つ子供たちが、どこに支援を受

けに行くかということになると思いますけれども、社協のほうにも行けるし、こどもサポートセン

ターのほうにも行けるしということで、行政のほうで、それはどちらにこういうところがあります

よというようなお知らせをしているということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 吉澤課長。

〇障がい福祉課長（吉澤洋介君） 社会福祉協議会だけではなくて、ほかの社会福祉法人であったり

とか、あるいは民間のＮＰＯとか、株式会社組織でもそういった事業の指定が受けられますので、

当然市のほうの障がい福祉課なりこどもサポートセンターのほうにご相談があった場合は、そうい

った事業の事業者を、一民間事業者を紹介するということはなかなか難しいのですが、お子さんの

障がい特性に合わせて、こういった事業がありますよというようなことで事業の紹介をした上で、

その障がいのお子さんの障がい児に関するサービスの利用計画をつくって、幾つかの事業者が市内

にもありますので、場合によっては幾つかの事業所を保護者の方、お子さん、ともに見学などをし

ていただいて、最終的には保護者の方が、どこの事業者を使うかということを決定していただくと

いうことになります。

〇委員（大川秀子君） 了解しました。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありますか。

青木委員。

〇委員（青木一男君） 235ページなのですが、下から３行目、臨時福祉給付金給付事業費なのです

が、通知を出した人数、まずそれをお聞きしたいのですが。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤田課長。

〇福祉総務課長（藤田正人君） 平成27年度の栃木市臨時福祉給付金給付事業でございますが、これ

は８月下旬に発送してございまして、人数的には約３万人に対してのものでございます。

以上です。

〇委員長（広瀬昌子君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） その中に給与所得者と、あと年金受給者、大まかに分けて65歳以上の方、特

例として65歳未満で低所得者という形なのですが、その割合というのはおわかりでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤田課長。

〇福祉総務課長（藤田正人君） 今回の平成27年度の栃木市臨時福祉給付金事業につきましての給付

対象者でございますけれども、平成27年度の市町村民税が課税されていない方、また市町村民税が

課税されている方の扶養親族等になられていない方、また生活保護制度内で対応される被保護者等
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が除外されるというようなことでの把握でございます。

〇委員（青木一男君） わかりました。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 249ページの病児・病後児保育事業費ということで、これまで病後児保育を

やっておりましたけれども、新たに病児保育も導入されたということなのですけれども、これはフ

ォレストキッズではないかなと思いますが、その利用状況はどうなのかお伺いしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） ただいまご質疑いただきました病児保育につきましては、フォレストキ

ッズ保育園で平成27年度からということで、年間延べ57人の利用がございました。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） これは全保育園を対象の子供たちということなのですけれども、ほかの保育

園の利用者とか、そういう自分のところだけではなくて、多くの受け入れができると思いますが、

その辺の状況というのはいかがでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 済みません。細かい数字、今、手元にないのですが、内容を見ますと、

自分のところの園はもちろんなのですが、ほかからの園のお子さんも利用している状況にはありま

す。

〇委員長（広瀬昌子君） 質疑ありますか。

大川委員。

〇委員（大川秀子君） 253ページの母子生活支援施設措置委託費なのですけれども、ＤＶ等での保

護をする費用だと思いますが、これは何件分ぐらいの費用になりますか。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） 平成27年度におきましては、母子世帯１世帯が、二月だけお願

いしたということです。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 場所はどこになりますか。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） 申しわけございません。場所は公表しないようにということに

なっております。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） もちろんそういうことになるかなと思いますが、宇都宮市にあったりしてい

ますけれども、地元で措置をするのはなかなか難しいと思います。そうするならば、ほかのそうい

ったＤＶ等の人たちを栃木市が受け入れるということもあり得ると思うのですけれども、栃木市の
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対応できる施設というのはどのくらいあるのかお伺いしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 石川課長。

〇子育て支援課長（石川いづみ君） 申しわけございません。栃木市では、今のところ受け入れ先は

ございません。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） たしか、市営住宅か何かを、そういった場所に確保しているというふうに私

は認識をしていたのですけれども、それはなかったですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 臼井こども未来部長。

〇こども未来部長（臼井春江君） 一時、市営住宅のほうでも、もしかしたら受け入れていたかもし

れませんが、ここで言っている母子生活支援施設については、ＤＶで加害者から身を隠している人

をかくまうという施設になりまして、大変秘密を大事にしているところということで、それ相応の

施設と対応する職員等が必要となります。現在のところ、栃木市内にはそういう受け入れ施設が用

意できていない状況で、栃木市外の幾つかの施設にアタックをして入れていただいているような状

況でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 県のほうに行くといろんな話を聞きますけれども、栃木市の人たちを受け入

れていることも伺っております。であるならば、栃木市もそういう施設を確保しなければならない

のではないかということも話には出たりするので、どこかで受け入れてもらっているということで

あれば、やはり本市においても、ほかからの受け入れというのも必要ではないかと思いますけれど

も、今後の考え方、決算ですからあれですけれども、今後どのように対応していくのかお伺いした

いと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 臼井こども未来部長。

〇こども未来部長（臼井春江君） 確かに大切な施設でありまして、現在、栃木市の市民がよその市

町村にお世話になっているということからすれば、当然ほかの市への受け入れ先として、栃木市も

名乗りを上げるべきかと思っております。ただ、対応的に市で直営でやるのも難しい状況で、民間

でそのようなことができるかどうかということもございます。研究をさせていただきまして、受け

入れる体制が整えられるように勉強していきたいと思っております。

〇委員（大川秀子君） ぜひお願いします。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありますか。

大川委員。

〇委員（大川秀子君） 257ページから259ページと続くのですけれども、保育士の賃金が出てまいり

ます。延長保育でありますとか、低年齢児とか、増えている中で、栃木市の保育士の確保は十分に

できているのかどうかお伺いをしたいと思います。
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〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 保育士につきましては、年々保育する数も増えていますので、必要な数

も増えてきているところでありますが、子ども・子育ての新制度が始まったということがあって、

いろいろなところで保育士の需要が増えているという中で、なかなか集まらないという状況もあり

ます。基本的には保育に支障のない範囲というか、基本的に確保はされていますが、なるべく多く

の保育士が欲しいという状況ではあります。ただ、なかなか集まりづらいという状況もありますの

で、引き続き多くの保育士が集まるように努めていきたいというふうに考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） どうしても保育士を希望されて、就職を希望されている人が、栃木市の公立

保育園は賃金が低いからというふうに言われてしまうところが実はあります。佐野市では、処遇改

善のために独自の給与増を図るという、この間新聞記事にございました。高いところがあれば、や

はりそちらに行ってしまうというのは当然あるわけなのですけれども、栃木市が今後どのように考

えていくのか、お伺いをできればと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 今おっしゃられましたとおり、いわゆる臨時職員、臨時保育士について

は、佐野市では見直しをするというような新聞報道がされております。栃木市でも昨年まで日額

8,000円だったものを、今年度から8,200円ということで若干上げたわけではありますが、まだ比較

すると非常に低いかなという認識はございます。そんな中で、担当としましても担当課と協議をし

ておりまして、その辺をなるべくほかに見劣りしないような中で検討しているというところでござ

いますので、引き続き協議をしながら、そういった点も改善をしていきたいというふうに考えてお

ります。

〇委員（大川秀子君） よろしくお願いします。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 大川委員が言われたように、栃木市はかなり臨時保育士の賃金が低いという

状況であります。まず、そこで正規保育士と嘱託、臨時の数なのですけれども、私は正規保育士を

雇用して、そういった保育の質を上げるべきだと思っていますが、現在、どういうふうになってい

ますでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 保育士について、平成28年度ということでよろしいでしょうか。

〇委員（白石幹男君） 平成27年度の、決算だからね。

〇保育課長（中野達博君） 平成27年度で言いますと、正職員が82名、保育士に限ってということで

82名、嘱託が64名、臨時が71名ということで、率でいきますと、正職のほうが約35％程度になるか

と思います。正職については、我々担当、それから保育の現場としましても、正職員を増やしてほ
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しいということで、当局には常々要求はしているところなのですけれども、市全体の職員定数等の

関係もあって、なかなか増えないという状況があります。その辺、引き続き担当としましては、増

やしてほしいということで要求は続けていきたいと思いますが、なかなか増えないという状況の中

では、嘱託、臨時ということで、必要な人数については確保していきたいというふうに考えており

ます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 正規職員が保育士が約30％、７割が非正規ということになります。特に賃金

の面ですけれども、日額昨年は8,000円でしたっけ。今年、200円アップしたということですが、臨

時ですとフルタイムということでやりますと、年間所得はどのくらいに、給与というのは幾らぐら

いになるのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 臨時職員ということになりますと、年間フルタイムで約200万円程度か

なと思います。20日働いたとして、月間16万円ということですので、それの12倍という形になりま

すので、200万円程度かなというふうに思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 200万円前後、以下だと思います。200万円以下ということは、ワーキングプ

アと言われているのですけれども、自治体がそういった状況をつくり出していいのかというのが１

つあると思います。それで、処遇改善というか、これだけ同一労働をしていて、正規と非正規では

かなりの差があって、保育所の運営においても非常にわだかまりというか、そういった面も出てい

るのではないかと思いますけれども、そういったのは把握しているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 委員おっしゃるとおり、賃金の面では正職とそれ以外の職員とで差が大

きいというのがありますが、保育の面については、非正規の方にも十分協力をいただいていまして、

現場でわだかまりが出てというような話は、我々のほうでは直接は聞いておりませんが、そういっ

た点も出ないとも限らないですので、その辺は改善を進めていければなというふうに考えておりま

す。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） そういった声も、臨時保育士の皆さんから声も聞いています。同じ仕事をし

ているのに、何でこんな感じで違うのかというのもあります。それは保育の質やそういったところ

にもつながってくると思うのです。ぜひそういった点で、佐野市が現在でも8,700円を、今度は

9,000円から１万円にするということなので、臨時に対して思い切った処遇改善すべきだと思いま

すけれども、来年度あたりには、そういった状況になるのではないかと思いますけれども、この点

についてどういうふうに考えていますでしょうか。
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〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） おっしゃられるとおり、佐野市との差が開いてきていますので、来年度

の予算等に向けまして、担当課のほうとも調整しながら、なるべく改善を図られるような形で進め

ていきたいというふうに考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 263ページの生活困窮者自立支援事業費で2,200万円あります。社協のほうに

これは委託をしている事業だと思いますけれども、この予算の中では学習支援のみだったでしょう

か。あと、ほかの支援事業があったのかどうかお伺いをしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 渡辺課長。

〇生活福祉課長（渡辺健一君） お答え申し上げます。

昨年度、生活困窮者自立促進支援事業につきましては、栃木市社会福祉協議会に業務委託をした

わけでございますが、内容といたしましては、自立相談支援事業及び家計相談支援事業、学習支援

事業、この３つの事業について業務委託をしたところでございます。

以上です。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） ３つの事業ということなのですけれども、その効果というのはどうなったの

かお伺いをしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 渡辺課長。

〇生活福祉課長（渡辺健一君） まず、１つ目の自立相談支援事業につきましては、相談者が179名

ということで、内容といたしましては、それぞれ生活保護に至る前の相談者というのが多いわけで

ございますが、それぞれ各種相談機関等へつなぎまして、生活保護には陥ることなく、その後の生

活が安定した方等がございます。

また、家計相談支援事業につきましては、家計に関する相談及び例えば債務を抱えている方、こ

ういった方につきまして弁護士へ相談等も含めまして、その方の債務整理等に当たったということ

でございます。

あと、学習支援事業につきましては、昨年度、中学３年生を対象としまして６名でございました

が、実施いたしまして、それぞれ希望の高校等へ進学したというところでございます。

以上です。

〇委員（大川秀子君） 了解です。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありませんか。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 同じ263ページ、生活保護支給費ということで、前年度よりも１億円ぐらい

全体的に増えているのでしょうか。それで、その状況というのですけれども、どのくらいの世帯が
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生活保護を受けているのか伺いたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 渡辺課長。

〇生活福祉課長（渡辺健一君） お答え申し上げます。

最新の数字で申し上げます。栃木市におけます生活保護受給世帯数でございますが、1,154世帯

でございます。それで、被保護者数、人数でございますが、1,504名となっております。これは平

成28年７月末現在の数字でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 市政年報を見ますと、平成27年度、1,142世帯ということで、平成28年現在

だとまた増えているという状況ですけれども、この傾向というのは、ずっと続いているということ

でよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 渡辺課長。

〇生活福祉課長（渡辺健一君） ただいま委員おっしゃるとおりでございまして、伸び自体は鈍化傾

向にはございますが、年々若干ではございますが、世帯数、人数とも増えている状況でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 生活保護について、生活扶助費、３年間で670億円でしたっけ、減らすとい

うようなことで、平成27年度が最終年度だったと思いますけれども、これは保護世帯の方に対して

どの程度の影響が出ているのか知りたいのですけれども。

〇委員長（広瀬昌子君） 渡辺課長。

〇生活福祉課長（渡辺健一君） 生活保護費につきましては、国のほうから示されております生活保

護の基準額、それに基づきまして支給させていただいておりますが、個々の世帯におきまして、こ

の基準額の中で十分安定した生活を送れているというふうな認識をしておりますので、特段、私ど

もで把握している限りにおきましては、影響はないというふうに認識しております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 影響がない程度の減額だったということなのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 渡辺課長。

〇生活福祉課長（渡辺健一君） そのようでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） あと、生活保護、今現在1,154世帯ということですけれども、ケースワーカ

ーは80世帯に１人ということでありまして、これは十分ケースワーカーの人数は足りているという

ことでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 渡辺課長。

〇生活福祉課長（渡辺健一君） 国の社会福祉法という法律に基づく人数につきましては、生活保護

世帯80世帯にケースワーカーが１名配置ということでございますので、現在の保護世帯数からいた
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しますと、14名強の人数が配置されているべきでございますが、現在12名の配置ということで、２

名不足してございます。これにつきましては、県の監査等でも指摘を受けていることでございます

が、職員課等にも人員増につきましては要望しておりますし、また現場におきましては、１人のケ

ースワーカー、100世帯弱を持っているということでございますが、特にそれぞれのケースワーカ

ーが一生懸命頑張りましてケースワークに当たっておりますので、特段大きな支障はないというふ

うに認識しております。

以上です。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 昨年の決算でも２名足りないのだというような答弁だったと思いますけれど

も、これは生活保護世帯の方に対して十分なそういった相談とか、逆に自立支援なんかもあるでし

ょうし、これは引き続き、相談員の方も大変だと思いますので、ぜひ早急に対応をしていただきた

いと思います。

続けていいですか。

〇委員長（広瀬昌子君） はい。

〇委員（白石幹男君） それから、ある保護を受けている方から、税金の滞納分を保護費の中から少

しでも払ってくれというようなことがあって、そういったことは許されるのでしょうかというよう

な相談も受けたことがあるのですけれども、そういった事実はあるのですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 渡辺課長。

〇生活福祉課長（渡辺健一君） お答え申し上げます。

生活保護費につきましては、それを税金に充当するということにつきまして、私ども生活福祉課

からは強制もできませんが、個人の判断で過去の滞納税等について、例えば生活保護費に若干余裕

があったケースについては、個々の被保護者の判断で納付するケースはあるかと思いますが、私ど

もから納税に少しでも回してくれというような指導はしてございません。

以上です。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 指導すべきではないし、あってはならないということでありますけれども、

ということでありますと市税収納員なり、税務担当課というのですか、そっちのほうで勝手に動い

ているということなのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 渡辺課長。

〇生活福祉課長（渡辺健一君） 収税課所管かとは思いますが、収税課においても、現在生活保護を

受けていらっしゃる方につきましては、税金を徴収等するということは、基本的にやっていないと

いうふうに認識しております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。
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〇委員（白石幹男君） そういう相談を受けていますので、これはきっちり収税課とも連携というの

ですか、生活保護費から滞納分は取れないのだという、そういった周知徹底をしていただきたいと

思いますけれども、どうでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 渡辺課長。

〇生活福祉課長（渡辺健一君） その点につきましては、収税課、生活福祉課、連携を図りまして対

応してまいりたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 今の関連になりますけれども、年々増えていく中で、適正な支給がされて、

それが適切に使われているかということになってくると思うのです。周囲からきちんとした使われ

方をしていないのではないかとか、そういうような指摘もされる中で、職員がその辺のところの指

導とか、チェックとか、人数が足りない中で、きちんとした指導ができているのかどうかというこ

とが心配になりますけれども、いかがでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 渡辺課長。

〇生活福祉課長（渡辺健一君） お答え申し上げます。

生活保護を受けていらっしゃる方は、自立した生活を送る上でさまざまな阻害要因を抱えている

わけですが、そうした中で多くの阻害要因を取り除くべく、ケースワーカーが一世帯一世帯の保護

世帯を訪問しまして、適切な生活指導あるいは病気を抱えている方であれば、適切な医療を受けて

いただくような指導、さまざまな指導等を行いまして、一日でも早く自立した生活を送れるような

形で取り組みを推進しているところでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 全ての人が自立できるということは難しいと思いますけれども、健康な体で

あって、働けたり何かする人たちへの自立支援というのは、非常に大事なことだと思うのです。生

活保護に至らない先ほどの困窮者自立支援というところもあるので、そこらできちんとセーフティ

ーガードをしていくということが、非常にこれから大事だと思うので、その辺の連携といいますか、

見ていく中での、保護を受けない以前のきちんと対応というのが重要だと思いますけれども、その

辺の連携はどのように考えているでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 渡辺課長。

〇生活福祉課長（渡辺健一君） お答え申し上げます。

生活困窮者の自立支援事業につきましては、栃木市社会福祉協議会に業務委託しておるわけです

が、当然市においても、相談等はいろいろなケースでお受けしていますので、引き続き社会福祉協

議会と市が手を携え合って、生活保護に陥ることなく生活できる方については、そのような道を模

索していくということでやっていきたいというふうに思っております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。
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〇委員（白石幹男君） 今、生活保護になったので。一番最初の民生費の233ページで、いつも質問、

質疑しているわけですけれども、人権同和対策、これは人権同和対策委託費と人権同和対策補助金

というのは、平成26年度と全く同じ決算額になっていますけれども、そういったことで同じ額を補

助しているということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 木村課長。

〇人権・男女共同参画課長（木村正明君） そのとおりでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 法的には根拠がなくなってきているわけですけれども、まだこの同和対策、

これは必要だというふうに市のほうは考えているわけですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 木村課長。

〇人権・男女共同参画課長（木村正明君） お答え申し上げます。

同和対策に関する法律が廃止されたということで、委員ご指摘のとおりだと思うのですけれども、

残念ながら差別意識、例えば結婚における差別ですとか、インターネットによる書き込みとか、ま

だまだ続いております。そのようなことから、問題がある以上は、行政側としても引き続き取り組

みを行う必要があると考えております。

なお、この運動団体においては、同和問題だけではなくて、さまざまな問題、高齢者の問題とか、

障がい者、子供の虐待とか、さまざまな人権問題がたくさんあると思うのですけれども、それらに

ついても団体として勉強したり、そういう啓発活動もたくさん行っておりますので、引き続き連携

してまいりたいと考えております。

以上です。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 人権に対してそういう人権の啓発とか、そういったことは重要だと思います。

ただ、人権同和、この同和というのは、逆に対策に入れると、同和という言葉自体を入れることが

いいのかという。今、いろんな人権に対して取り組んでいるということでありますので、そういっ

たほかの市なんかでは、この対策は全くやめてしまったというところもありますけれども、今後同

和という文字も取って、人権対策を行うというのであれば、理屈に合っているかなと思うのですけ

れども、この点はどう考えているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 木村課長。

〇人権・男女共同参画課長（木村正明君） 委員ご指摘のとおり、同和という言葉だけではなく、い

ろんな問題を取り扱っているということで、入れることによって誤解を生じるというのですか、そ

ういうことも考えられると思いますので、その点については今後検討してまいりたいと思います。

以上です。

〇委員長（広瀬昌子君） ありませんか。
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白石委員。

〇委員（白石幹男君） 237ページ、大平健康福祉センターゆうゆうプラザ管理運営費ということで、

管理委託料が7,329万1,000円という決算になっていますけれども、平成26年度が、これは指定管理

者ですよね。4,200万円程度なのです。これは、何でこんなに増えているのかなというのが一つの

疑問ですけれども、伺いたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 実は今年から大平健康福祉課がなくなりましたので、高齢福祉課所

管の施設になっております。指定管理者の額の増額の部分のところにつきましては、いわゆるトレ

ーニングルームの関係の部分のところというものについて、それも含めた指定管理というような、

そういう部分のところへの取り組みの変化というふうなところで認識をしておりますが、詳細な資

料が手元にございませんので、一応確認をした上で、正確にご報告させていただければというふう

に思っております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） この指定管理はいつから変わって、平成27年度から新しくなったのでしょう

か。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 平成27年度で更新されております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 3,000万円近い増額ということで、これはなぜかなということで、答えは後

でということですけれども、ぜひ後で答弁をお願いしたいと思います。

昨年、大きな事故がありまして、天井がおっこったと。あってはならないということですけれど

も、これの屋根の改修防水工事と電灯改修工事が出ていますけれども、この工事でオーケーという

か、今後、ああいった事故が起こらないような状況にはなっているということでよろしいのでしょ

うか。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） まず、この決算書についております屋根の防水の部分のところは、

これはお風呂の天井崩落とは違う、通常のメンテナンスの部分のところで行った工事になります。

お風呂の崩落部分のところにつきましては、今年度に繰り越しをさせていただきまして、本年の６

月いっぱいで工事が完了しという形で、現在、通常の営業をさせていただいているところでござい

ますが、お風呂の部分のところにつきましては、十分細かい点まで配慮して設計等もいただきまし

たので、心配はないかというふうな、そういう部分のところで考えております。

ただ、いずれにしても施設建設からかなりの時期、10年以上が経過をしてきたという部分のとこ

ろで、定期的なメンテナンスというか、そういう部分のところを、もう一度あり方をどう考えるべ
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きかという、そういう時期には来ているかと思いますので、これからこのような事故が起きないよ

うな形の部分のところの取り組みを、少し強化をさせていただきたいということで、今、研究させ

ていただいているところでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） そうですか。これは別の工事ということですね。この浴室電灯改修工事をや

った後、天井が崩落したということなのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） この浴室の電灯改修の部分のところにつきましては、実は浴室の電

灯が漏電をしているというような、そういう検査でひっかかった部分のところがございまして、そ

れで改修をさせていただいた部分のところで、天井についての崩落はその後という形になります。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 天井崩落の事故を受けて、その点検のあり方とか、マニュアルというか、そ

ういったところを強化しないといけないと思いますけれども、その点の点検のやり方とか、そうい

った変更、強化というのですか、そういうのはなされているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） もちろんマニュアルの見直し、あるいは今まで目視で行ってきた部

分のところをさらに強化をするというような、そういう取り組みはしておりますけれども、やはり

専門の機関にきちんと時期を見ながら判断をしていただくという、そういうことも必要かというふ

うな部分のところの認識でおりますので、そういうことが可能な業者の調査であるとか、あるいは

これから定期的にそういうものを予算化していくような、そういう準備であるとか、そんなものを

現在させていただいているところでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） これは類似施設があるわけですよね。岩舟健康福祉センター、あと今度新し

く北部も計画しているようですけれども、そういったところに対してもきっちり見直しをやってい

るということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 実は、私ども高齢福祉課のほうに、このゆうゆうプラザのみではな

く、遊楽々館あるいは渡良瀬の里、市内の老人福祉センター３園、全てのお年寄りが使う入浴系の

施設を持っているところが、現在、所管で来ておりますので、当然ゆうゆうプラザのみではなく、

ほかの施設も含めて利用者の安全安心を図りことは大切でございますので、そのような取り組みを

強化してまいりたいというふうに考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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〇委員長（広瀬昌子君） ないようですので、３款の質疑を終了いたします。

次に、４款衛生費中所管関係部分の質疑に入ります。266ページから281ページです。

質疑を許します。

大川委員。

〇委員（大川秀子君） 269ページのメディカルセンターの運転資金貸付金３億5,000万円ですけれど

も、当初が５億円だったのです。減ってよかったなというふうには、少ないほうがいいに決まって

いるのですけれども、この理由というのはどういうことだったのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 福原課長。

〇健康増進課長（福原 誠君） メディカルセンターの貸付金については、要綱で上限が５億円とな

っておりますが、その貸し付けする条件といたしまして、メディカルセンターの不動産に根抵当権

を設定することになっております。さらに、そこに栃木市が１番という抵当権を設定するのですが、

ほかの金融機関など１位に入っているのがありまして、栃木市が１位に設定できるという物件の評

価額を見ますと、３億9,000万円程度しかありませんので、その限度額、極度額ということで３億

5,000万円をお貸ししているというところでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 運転資金ということで３億5,000万円、今のですと限度がそれだけしかない

からということですけれども、その状況、運営状況、運転状況というのですか、経営状況というの

は改善はしていないということでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 福原課長。

〇健康増進課長（福原 誠君） 平成27年度は特にまだ医師会病院等も壊しまして、営業していない

ということ、また収益が上がっていないところがあります。ということで、平成27年度については

新しい病院、新しい体制に移行する過渡期ということで、赤字等出ていますが、今年度から新病院

オープンしまして、当然収益も上がっているということで、徐々に改善はされていると思っており

ます。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありませんか。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 271ページですけれども、予防接種事業費で、さきのニュースですと、これ

は昨年度の決算ですけれども、はしかが増えているというニュースがあって、予防接種を２回受け

ていないと、なかなか対応できないというようなニュースが流れていますけれども、この予防接種、

麻疹は、今現在、子供のうちに２回接種しているということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 福原課長。

〇健康増進課長（福原 誠君） 麻疹、風疹については、２期ということで、最初に生後12カ月、１

歳から生後２歳になるまでに１回受けます。その後、２期ということで、５歳以上７歳未満の方が



- 52 -

受けるということでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 今現在、20歳代、30歳代の方が、かなり比率的にははしかにかかっていると

いうようなニュースなので、そこら辺の啓発というのですか、１回しか受けていない時期だったの

でしょうか。そこら辺はわかりませんけれども、そこら辺のはしかに対しての啓発というのはどの

ように考えていますでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 福原課長。

〇健康増進課長（福原 誠君） 県のほうからも、そのようなはしかが流行しているというような連

絡、通知等も来ていますので、今後、ホームページ等で注意を促すような啓発をしていきたいと思

っております。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありませんか。

青木委員。

〇委員（青木一男君） 279ページの災害廃棄物処理事業費なのですが、これは災害の廃棄物という

ことで、通常と違った処理等が当然行われたと思うのですが、その処理方法というのは一般的な処

理方法と違うと思うのですが、どのような問題があったのかお聞きしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 金子課長。

〇環境課長（金子一彦君） 未曽有の昨年ご存じの大水害がありまして、最初に直面した問題ですが、

一時仮置き場の問題がありました。早い時期に旧中央小、そこに置くことができまして、またごみ

の分別を仮置き場のほうで収集業者、いわば専門家ですが、その方の知恵をおかりしまして、早急

に分別ができたということで、その点につきましては安堵した点でございます。それと、その後い

ろいろ便乗ごみとか、そういったものも出たという点につきまして、議員さんからも指摘がありま

して、夜間仮置き場の施錠とか、それの防止に努めたところでございます。そのような問題があり

ました。

〇委員長（広瀬昌子君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） 多分、本当に未曽有の出来事でいろんな問題があったかと思うのですが、私

もある場所でお手伝いに行ったときに、パッカー車の中で爆発があったのです。多分お聞きしてい

るかと思うのですが、パッカー車を詰め終わった後全て出して、またそこに水をかけて消したとい

うようなトラブルがあったと。本当にいろんな問題の中の一つかもしれませんが、あってはならな

いことだと思うのですが、また次の対処の方法をぜひお願いしたいと思います。

それと、ごみの量なのですが、確認したいのですが、どのぐらいありまして、例えばわかりやす

く換算、１日の量にするとこれぐらいとか、年間の何倍とか、例えば東京ドーム何杯分とかという、

わかりやすいことも含めてお願いしたい。

〇委員長（広瀬昌子君） 金田主幹。
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〇環境課主幹（金田 卓君） お答え申し上げます。

今回、搬入されたごみですが、可燃ごみが1,900トン、これはとちぎクリーンプラザで年間４万

トン近い可燃ごみを処理しております。それからいたしますと、月大体3,000トンちょっとなので

す。ですから、一月分のうちの20日分ぐらいのごみに相当する。それから、燃やさないごみが250ト

ン、これはほぼ１カ月分ぐらいのごみになります。それから、粗大ごみが568トンでございまして、

これが通常ですと、年間分ぐらいに相当する量だと思います。

それと、今回一番多かったのが、ごみではないのですが、残土、住宅地に入ってきた残土が3,000ト

ンほど出ております。これが通常のごみとは違いまして、残土ということで処分はいたしましたけ

れども、ごみがまじっているために残土扱いにはならなかったということで、ごみとして処分して

おります。

以上でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） その残土はただ処分、埋め立てたという処分の仕方なのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 金子課長。

〇環境課長（金子一彦君） 主に吹上地区で出た残土なのですが、そこから埋め立て、そこで処分し

たわけではなくて、持っていったわけでございます。専門業者に持っていっていただきました。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかに質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ないようですので、４款の質疑を終了といたします。

ここで暫時休憩をいたします。

（午後 零時０１分）

〇委員長（広瀬昌子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後 １時００分）

◎発言の申し出

〇委員長（広瀬昌子君） ここで、発言の申し出がありましたので、これを許します。

岸市民生活課長。

〇市民生活課長（岸 千賀子君） 先ほどご質疑のありました住民票と印鑑証明の交付につきまして

の自動交付機での単価でございますが、昨年、平成27年度につきましては5,964件の交付がありま

して、１枚当たり600.9円、大体600円の経費がかかっております。

以上でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 続きまして、金田環境課主幹。
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〇環境課主幹（金田 卓君） それでは、12日に開催されました民生常任委員会における一般会計の

歳入決算の説明におきまして、一部誤りがありましたので、訂正させていただきます。それと、先

ほどの質疑に対する発言についても一部訂正がありますので、あわせて訂正させていただきます。

まず、１点目の歳入歳出決算の説明につきましては、決算書の169ページ、下から４行目の福島

原発事故に係る損害賠償金についての説明の中で、クリーンプラザにおける放射能を含む溶融スラ

グの処分費用という説明をいたしましたが、こちらが放射能を含む焼却灰等の測定費用の誤りであ

りました。こちらの訂正をお願いいたします。

それと、先ほどの災害廃棄物の処理量の回答の中で、可燃ごみの処分量につきまして1,900トン

というお話をさせていただきましたが、こちらが誤りでありまして、776.41トン、それと不燃ごみ、

こちらが先ほど250トンぐらいのお話をしたかと思うのですが、469.76トンの誤りでございます。

訂正をお願いいたします。大変失礼いたしました。

〇委員長（広瀬昌子君） よろしいですか。

続きまして、首長高齢福祉課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 先ほど、白石委員のご質疑のところの部分の指定管理料の増加の要

因でございますけれども、指定管理につきましては、平成26年まで、そして平成27年からというち

ょうど切りかえのタイミングでございました。まず、指定管理料の算定につきましては、それぞれ

支出の費用から利用管理制度、利用料を直接指定管理者が受け取る、そういう制度になっておりま

すので、収入分を引いた形が指定管理料というような部分のところになります。

主な要因を申し上げますと、まず収入の部分のところで、自動販売機を設置している収入の部分

のところが市の直接収入に変わったということで、指定管理のほうから収入として減ったという部

分が１点ございます。それと、入館料の部分のところが、65歳以上の方の利用が増えてきた部分の

ところで、当初見込みよりも65歳以上の方の利用が多いという部分のところで、65歳以上の方の利

用料がちょっと安くなっているものですから、その部分のところで収入が減るというような部分に

なりました。

また、支出の部分につきましては、入館者の中でお風呂に入る方で入れ墨等をされている、そう

いう方もいらっしゃるという部分のところで、お風呂について保安要員を１名立てる必要があるだ

ろうということで、１名の保安要員、これを人件費の増という部分のところで見ております。それ

と、先ほど申し上げましたトレーニング機器の関係で、従来、市のほうが直接リースをしていたト

レーニング機器の部分のところを、指定管理料の中に含めたという部分のところがございます。そ

れと、最も大きなものは、いわゆる光熱水費、ちょうどその当時、燃料費が非常に灯油代が上がる

という部分のところで、不足が生じるというような部分のところと、市の水道料が値上げになると

いうような部分のところで光熱水費が増えたというような、そういうもろもろの要件が重なりまし

て、この金額の増という部分になったところでございます。
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〇委員長（広瀬昌子君） 以上、お聞き取りのとおりであります。よろしくお願いいたします。

〇委員長（広瀬昌子君） 次に、10款教育費中所管関係部分の質疑に入ります。352ページから371ペ

ージです。

質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ないようですので、10款の質疑を終了いたします。

次に、11款災害復旧費中所管関係部分の質疑に入ります。398ページから399ページです。

ないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ないようですので、以上で歳出各款ごとの質疑を終了いたします。

続きまして、歳入の所管関係部分を一括した質疑に入ります。82ページから179ページです。

質疑を許します。ありませんか。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 163ページですけれども、先ほど歳出のほうでもありましたけれども、メデ

ィカルセンター運転資金３億5,000万円ですけれども、先ほどの答弁ですと３億9,000万円が限度額

だということでなったということですが、今年、平成28年度も５億円を一応予算計上しているわけ

ですけれども、その５億円は貸せるよという状態にしておきたいために行っているわけでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 福原課長。

〇健康増進課長（福原 誠君） 予算的には、上限額が５億円ということで予算をとっております。

ただ、今年度は新病院ができましたので、その不動産に根抵当権を１位でつけることができまして、

限度額も確保できましたので、今年度は既に５億円を貸しております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） なかなか病院経営は大変だというようなこともいろいろ聞いておりますけれ

ども、一般質問の中でも、平成27年度も赤字が出ていると。今後の状況というのは、病院を潰すわ

けにはいきませんので、何とか好転する方向でいかないといけないと思いますけれども、市として

どのようなことを考えているわけでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 福原課長。

〇健康増進課長（福原 誠君） 市としましては、新たに副市長も理事等に入りまして、当然今度経

営改善等に発言力を増やしていくところでございますが、メディカルのほうで５年間の収支計画と

いうのを策定しております。その中で、一応今度から単純に収入と支出を比較すれば、一応3,000万

円ほどの利益が出るのですけれども、当然建物の減価償却費等があって、決算上は赤字になってし

まいますが、その５年間の計画の中でも、４年目には黒字に転じるという見込みでございますので、
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それに対する市も支援をしていきたいと思っております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） これまでも大きな税金を、40億円ぐらいになるのでしょうか。33億円建設資

金に入れて、そのほか土地の購入とか、かなりの税金を投入しているわけですけれども、今度理事

になったということで、経営にも直接関与してくるということで、逆に心配なのは、経営状況が悪

化した場合、市民の税金がまた投入されるのではないかというような心配もあるわけです。その点

は、やはりメディカルセンターの経営状況というのは、市議会に対してもきっちり報告をすべきだ

と思うのですけれども、その点いかがでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 福原課長。

〇健康増進課長（福原 誠君） 当然、細かい決算状況を報告できない部分もあるかと思うのですが、

できるだけ収支状況を明らかにして、現在のメディカルセンターの経営状況というのは、議員の皆

さんにお知らせしていきたいと思っております。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかに質疑はありませんか。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 82ページの保育所費、児童福祉費、これは負担金ですよね。保育料とかの負

担金の部分だと思いますけれども、未済額が出ていますが、これは保育料の未済だと思うのですけ

れども、どのくらいの滞納が、何世帯ぐらい出ているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 児童福祉負担金の収入未済額ということでございますが、これについて

は保育料と、一部学童保育のほうの保育料もあるのですけれども、大部分が通常の保育料というこ

となので、私のほうからお答えさせていただきたいと思います。

保育料につきましては、滞納が957万5,000円ほどございまして、人数的には135人分、過年度分

が73人分、それから現年分、平成27年度が62人分という形になってございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 136人分ということで、なかなか払い切れないというところがあるのでしょ

うか。子供の貧困というのがこの間もやりましたけれども、そういった状況があるのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 中野課長。

〇保育課長（中野達博君） 保育料につきましては、前年度の収入に基づいて決まっているので、そ

れなりの収入はあるのだとは思うのですけれども、やっぱり生活していく中でなかなか保育料のほ

うに回せないとか、昨年は収入が多かったけれども、今年になって減ってしまったとかというよう

なところで、払えないというようなところもあったりということで、催促その他はしているわけで

すけれども、なかなか納まり切れないという状況でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） これをもって質疑を終了いたします。
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ただいまから討論に入ります。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 私は、民生常任委員会の所管関係部分について反対の立場で討論をいたしま

す。

まず、総務費の中では、何といってもマイナンバーカードの事業費です。これはある程度国の政

策で、やらなくてはならないという部分がありますけれども、先ほどの中でもなかなか通知カード

が届かないという問題点、また個人番号カードを発行するに当たっても、いろいろ機構のシステム

トラブルとかがあってなかなか発行できないという問題も出ました。そういった中で、いろいろ導

入前からプライバシーの問題とか、成り済ましとか、そういったセキュリティーの問題が指摘され

ている中で、このマイナンバーカード導入ということは、見切り発車的なことではなかったかと思

います。これは国の政策で、市の対応としてはやらなくてならないけれども、そういった点で国の

政策も含めて批判しておきたいと思います。

また、同和対策についても毎回やっておりますけれども、この同和対策、人権に対するそういっ

たことは大切だと思いますけれども、同和に特化した事業というのはやめるべきだと思います。そ

ういった点で、総務費についてはこの点を指摘したいと思います。

また、民生費については、少子高齢化の中で民生費が増えているという現状があります。同和は

総務費ではなかったですね。ごめんなさい。特に少子化問題では、保育園の数が足りなかったり、

そういった対応のおくれが出ているわけでありますけれども、今回、待機児童を聞かなかったです

けれども、一般質問の中でも待機児童が10名とプラス各齢待機児童が十何名いて、24名ぐらいの待

機児童がいるということでありまして、十分に保育に対する要求を満たしていないということだと

思います。

また、保育士の賃金ですけれども、一般製造業よりも、一般企業よりも10万円ほど安い。そうい

った中で、臨時保育士はもっと安い状況で、年間200万円足らずのワーキングプアの状態の中で働

いているということで、なかなか財政上は厳しいのだと思いますけれども、こういったところには

十分に予算をつけて処遇改善を図るべきだと思います。そういった点では、この歳入歳出、民生の

所管部分ではまだまだ足りないと。このことを指摘して反対といたします。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかに討論ありませんか。

大川委員。

〇委員（大川秀子君） 財政状況が厳しい、一方で扶助費が年々増加しているということで、財政の

やりくりというのは大変な状況であるかなというふうに思います。今後につきましては、ぜひ適切

な支出をするということと、ただいま白石委員のほうからも言われましたけれども、保育士の確保

につきましては、処遇が悪いということになってしまうと、保育士を目指す若い人たちがいなくな

るという非常に心配なところがありますので、夢のある職業なのだということをきちんと言えるよ
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うな処遇の改善を今後していただくということも要望しながら、精いっぱいの事業をやってきたの

ではないかと思われますので、賛成をしたいと思います。

以上です。

〇委員長（広瀬昌子君） これをもって討論を終了いたします。

ただいまから認定第１号の所管関係部分を採決いたします。

本決算は認定すべきものとすることに賛成の委員の起立を求めます。

〔起立多数〕

賛 成 茂呂健市 青木一男 大川秀子 天谷浩明 小堀良江

福田裕司

反 対 白石幹男

〇委員長（広瀬昌子君） 起立多数であります。

したがいまして、認定第１号の所管関係部分は認定すべきものと決定をいたしました。

ここで、議事の終了した執行部の方々は退席していただいて結構です。大変ご苦労さまでした。

〔執行部退席〕

◎認定第２号の質疑、討論、採決

〇委員長（広瀬昌子君） それでは、日程第６、認定第２号 平成27年度栃木市国民健康保険特別会

計歳入歳出決算の認定につきましてを議題といたします。

お諮りいたします。本案については、歳入、歳出を一括して審査いたしたいと思います。これに

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認め、そのように決定をいたします。

ただいまから歳入、歳出を一括した質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方法により、ページ数もお知らせ願います。

質疑を許します。

大川委員。

〇委員（大川秀子君） 433ページの繰入金についてお伺いをいたします。

一般会計の繰入金の中に保険財政安定繰入金、それから出産育児一時金の繰入金というのがあり

まして、総額で15億8,800万円ということになります。もちろん、ここには赤字繰り入れも入って

いると思われますけれども、その明細、わかりましたらばお願いをしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 保険財政基盤安定繰入金につきましては、低所得者の保険税軽減分

等に係る一般会計からの繰入金ということでございまして、保険税軽減分ということと、保険者支
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援分というふうに２つに分かれております。国、県、市からの一定割合で援助を受けまして、一般

被保険者診療報酬支払い等に充当するというものでございます。

まず、保険税軽減分につきましては、保険税軽減の対象となった被保険者の保険税のうち、軽減

相当額を公費で補填するというもので、国、県が４分の３、市が４分の１の負担割合でございまし

て、総額で６億6,484万5,648円を繰り入れるものでございます。また、保険者支援分につきまして

は、中間所得層を中心に保険税負担を軽減するため、保険税軽減対象となった一般被保険者に応じ

まして、平均保険税の一定割合を公費で補填するというものでございまして、負担割合は国が４分

の２、県が４分の１、市が同じく４分の１ということで、繰入額は３億7,268万6,620円になりまし

て、保険税軽減分としての合計額が、決算書記載額の総額になるということでございます。

以上でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 下段の出産育児一時金のほうも、今の答弁で説明されているということでし

ょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 出産育児一時金等繰入金につきましては、説明が抜けましたので、

加えて説明をさせていただきます。

出産一時金の内訳につきましては、６つの繰入金により構成されているということでございまし

て、１つは純粋なる出産育児一時金、これに対する３分の２の繰り入れ分になっておりまして、そ

の額が4,017万1,000円になります。２つ目とまして、国保財政安定化のための財政安定化支援事業

繰入金ということで、4,010万2,000円となります。３つ目は、国保会計で計上している人件費であ

る人件費繰入金ということで、１億3,916万9,000円であります。４つ目としまして、国保事務費、

賦課徴収事務費等の事務事業に係る事務費繰入金ということで、8,631万8,000円になります。５つ

目は、地方単独事業による療養給付費等負担金、いわゆる国のペナルティー分ということになるか

と思いますが、そちらのほうが地方単独事業保険給付費繰入金ということで、2,141万4,000円とい

うふうになります。６つ目は、国保財政の赤字の補填のためということの赤字繰入金ということで、

平成27年度については２億2,373万8,000円が赤字繰入金となってございます。なお、赤字繰入金と

地方単独事業保険給付費等繰入金については、法定外繰入金ということで、地方交付税等の措置が

されずに単独で繰り入れというものでございます。

以上でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 今、説明いただきましたけれども、非常にわかりにくいところがあるのと、

赤字繰入金が幾らなのかというのが明確にされていないというのがあるのですけれども、今後、わ

かりやすいつくり方というのはあるのかどうか、その考えがあるのかどうかお伺いをしたいと思い
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ます。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 平成28年度予算につきましては、そんなことで記載をさせていただ

いているところでございます。

〇委員（大川秀子君） はい、わかりました。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 国から平成27年度は1,400億円の投入がありましたけれども、この中に栃木

市は入っているということ。幾ら入っているのですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 国からの1,700億円の助成ということなのですけれども、こちら、

平成27年度の保険者支援分の繰入金ということで、総額３億7,000万円ほど入っておりますけれど

も、今回支援された額ということで示しますと、支援引き上げによる増額ということで、約１億

8,951万円ほどが入っているということでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） そうしますと、この1,700億円の栃木市分というのが１億8,900万円程度。そ

うしますと、この支援がなかったら、赤字補填が増えたということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） そのとおりでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） そうしますと、赤字補填が２億2,000万円程度ですから、４億1,000万円ほど

本来ならば入れなくてはならないところを、２億2,000万円で済んだということだと思うのです。

こういった特別な補填、特別というか、今後も続いていくのだと思いますけれども、それは保険税

に反映していくべきかなと私は思うのですけれども、保険税の軽減のほうに充てていくべきかなと

思いますけれども、その点はいかがなのでしょう。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 国のほうで保険の改革等やってございまして、平成30年度に県のほ

うに財政運営を任せるということになってございます。その中において、県のほうの指針において

は、平成30年度からは赤字を極力出さないという方向性での方針になるようなことで、今、進めて

おります。なおかつ、赤字になった場合ということで、県のほうの基金から借り入れをするという

ことで、無利子の貸し付けがされるということになりまして、そちらについては３年間の償還で行

うというようなことが示されてくるものと思われまして、一般会計からの繰り入れはしない方向だ

ということで進めているところでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。
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〇委員（白石幹男君） 保険税については、高くて払い切れないというのが一般の人の思いですけれ

ども、平成30年度から繰り入れをしないという方向だということですが、これですとやっぱり保険

税が上がってしまうということで、国の国会論戦の中でも、答弁ではその自治体に任せるというふ

うな答弁をしているわけですけれども、そういった点で県の方針はそうであろうとも、市独自で繰

り入れをして、保険税を抑えるという方向にあるべきだと思いますけれども、その点いかがでしょ

うか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 今のところ、県の方針に従うということでやらせていただきたいと

思いますので、一般会計の繰り入れはしない方向で考えているところでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） では、歳入のほうで410ページですけれども、保険税を平成27年度大幅に上

げたわけですが、予算額が51億5,600万円ほどで、補正で５億円ほど減らしているのです。この原

因というのはいかなる原因なのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） その原因なのですけれども、これはまず保険者の減少ということが

第一かと思います。それと、高齢化に伴います低所得者の増によりまして、所得の少ない方が増え

たということでの減額ということも言えるかと思います。

また、低所得者に対します軽減措置によりましても、平成27年度分、対象者が増えましたもので

すから、そちらのほうにつきましても減額になっているという状況でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 平成27年度に保険税見直しされて、そのときの説明ですと、保険税が７億円

程度の増収になると。これを見ると、平成26年度とほとんどというか、２億円程度増えたという。

これは見通しとしてどうだったのかというところがあるのですけれども、高齢化とか、世帯の減少

とかという例を挙げましたけれども、この見通しが甘かったということなのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） もう一つ、要因というか、考えられることがあるのですけれども、

国保保険者の平均所得が平成27年度落ち込んでいるということからしても、税収の減になったこと

も言えるのかなというふうに思っております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） そうすると、前年度の収入によって決まりますから、それが所得が減ってい

るという現状があったということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） そのとおりでございます。
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〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） そこで、昨年大幅な保険税アップしたにもかかわらず、そんなに収入がなか

ったということで、ますます大変な状況だと思いますけれども、滞納世帯というのは、収入未済額

が17億円ほど出ていますけれども、どの程度あるのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 平成27年度で4,695世帯でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） この滞納世帯の状況というのは、過去と比べて増えている状況なのでしょう

か。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 平成26年度で4,497世帯、平成25年度で4,194世帯ということで、若

干増えているという状況でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 所得が減って、なかなか払い切れないという状況があるということでよろし

いのですね。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） そういうことも考えられるかと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 418ページ、これも同じ理由ということでしょうか。国庫支出金が５億5,000万

円ほど当初予算よりも減っているのですけれども、やっぱり先ほどの状況が反映して、こういう状

況になっているということでよろしいのですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） やはり、同じような状況が言えるのかと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） その一番下の同じページで健康ヘルスアップ事業補助金というのが、当初予

算は600万円ほど計上していたのですけれども、ゼロ円ということで、このヘルスアップ事業は、

国の補助事業がとれなかったということなのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 当初は補助金ということで予算を計上したわけなのですが、こちら

が特別調整交付金のほうにシフトいたしまして、そちらのほうで10分の10の交付を受けているとい

うことでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） その上の段の財政調整交付金の中で、こっちの特別のほうに交付されている
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ということでよろしいのですね。そうしますと、こっちを増やさないと、特別調整交付金を増やさ

ないといけないと思うのですが、それは変わっていないのですか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） その額につきましては、補正予算で対応しているということで、左

側のところを見ていただければと思うのですが、1,000万円ほどの中に入っているということでご

ざいます。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 国保の全体についてということになるかと思いますが、先ごろ厚生労働省で

国全体の医療費が41.5兆円という発表がありまして、私が記憶しているのは、よく30兆円というふ

うな数字は記憶しているのですが、いつの間にか41兆円にもなってしまったということで、すごい

金額になっているわけです。１人当たりの医療費も75歳未満だと22万円だけれども、75歳以上は１

人当たり94万円平均ということで、４倍以上になっていますよね。今、保険税の問題とか何か、今

後どうしていくのかという大きな問題がありますけれども、高齢化がどんどん進む中で国保の財政

健全化というところで、どういう今後見直しをしていくのか、健全化を図っていくのかということ

を考えていかなければ、これは大きな問題になるのではというふうに思いますけれども、今後の考

え方として何かありましたらお聞かせいただきたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 確かに医療費の伸びにつきましては、かなり伸びているということ

で、本市においても、前年と比較しますと106.17％というぐらいに伸びているという状況でござい

ます。その中で、財政の健全化計画ということになるわけですけれども、基本的に収納率の向上と

か、そういったことを上げていくというようなことでしょうが、そのほか医療費の適正化というこ

とに関しまして、データヘルス計画の作成を昨年度しましたので、そちらに基づきまして保健事業

を取り込んでいくというようなことで、そちらのほうの適正化のほうも順次進めていかなければな

らない。なおかつ、資格管理についても適正に行っていくというようなことも実施していくという

ようなことで、総合的に財政の健全化に取り組んでいきたいというふうに思っております。

〇委員長（広瀬昌子君） 大川委員。

〇委員（大川秀子君） 本当に2025年のときには、介護保険にしても、国保にしても、大変な状況に

なってくることは明らかですので、ぜひ医療費の削減を含めて、財政の健全化ということに力を入

れていっていただければと思います。要望です。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありませんか。

青木委員。

〇委員（青木一男君） 451ページなのですが、出産育児一時金支払経費なのですが、これは42万円

となっておりまして、産科医療補償制度を利用しない場合は、40万4,000円ということなのですが、
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これに対しては重度脳性麻痺対策のための制度かなと思っておりますが、発症率が1,000人に１人

か２人にというふうに言われているのですが、栃木市ではそれの対象者というのはいたのでしょう

か。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） その辺の追跡まではしてございませんので、今のところわからない

という状況です。

〇委員長（広瀬昌子君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） では、それは結構です。

それと、463ページなのですが、特定保健指導事業費、栃木とか大平、藤岡、都賀、西方という

ふうにあるのですが、これに関しては多分生活習慣病、メタボの予防の対策のための事業費と健診

の委託料かと思うのですが、これは2008年より始まった制度ということになっております。この中

で、地域別に金額等が随分違う部分があるのかなというふうに感じるのです。特に西方がちょっと

少ないのかなと思ったのですが、これは受けた人数等なのか、それとも何らかの理由があるのか、

お聞かせ願いたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 松長健康増進課主幹。

〇健康増進課主幹（松長幸子君） お答え申し上げます。

各総合支所によりまして、実施している内容が若干違いまして、教室等の回数が違いましたりと

か、あとは委託しているところもありまして、委託料が若干高くなっているところです。そういっ

たところでちょっと差が出ているところです。

〇委員長（広瀬昌子君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） はい、わかりました。

それと、メタボというのは、最近余り聞かなくなったのかなというふうに思うのです、一般的な

話題の中で。ただ、その傾向というのは、どういう傾向にあるのか。こういったいろんな健診事業

とか、そういったものが功を奏して減っているのか、増えているのか、その辺がおわかりになれば

お願いしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 松長主幹。

〇健康増進課主幹（松長幸子君） 確かに最近メタボ予防というよりも、ロコモ予防とか、そういっ

た言葉にだんだん変わってきているところもありましたが、うちのほうで実施しておりますのは、

腹囲を基準としまして腹囲の大きい人、内蔵脂肪が多いということが原因ですので、そういったと

ころから適正な体重管理とか、そういったところを中心にやってきております。

対象者についてですが、健診を受ける方の固定化という問題がありまして、そういった部分では

ありますが、対象者につきまして、平成27年度については栃木市内では870名の方が、健診を受け

た中でメタボのほうの対象者になっております。平成26年度につきましては1,063人ということで、
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効果が出て減ってきているのか、そこら辺の検証は難しいところではありますが、受けた方の中の

対象の人数としては、ちょっと減ってきているというところです。

〇委員長（広瀬昌子君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） 私は、多分こういった効果が出ているのかなと思います。先ほど言われまし

たロコモティブシンドローム、今話題になっています。そちらのほうも強化していただければと思

っています。

〇委員長（広瀬昌子君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） ページ数、445ページになります。先ほどの大川委員とちょっと関連質疑に

なってしまうと思うのですけれども、上から３事業目の国民健康保険税の収納率向上事業費という

ことで四百十万何がしの予算ということで、当然、先ほど大川委員のほうからありましたように、

国保財政の健全化というのは、これからしなければいけないのだよという中で、具体的な施策とし

ては、収納率を上げようというのは当然のことだと思うのです。施策として、この四百万何がしの

予算をとったということで、収納員を増やしているのだと思うのですけれども、実際の業務内容に

ついて、まず１点お聞きしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 業務内容ということなので、ちょっと幅広い話になるかと思うので

すが、まず電話催告、それを第一に行う。訪問催告ももちろん行う。また、夜間休日等の窓口等の

設置も行う。また、もちろん納税相談と指導等も行っていくということで幅広く、職員も12月には

特別徴収等もあわせて行うというようなことをしながら、できるだけ収納率の向上に努めてまいる

ということで、収税課並びに保険医療課一体となりましてやっているところでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） そうしますと、そういう具体的な業務内容がそういうことだよということで、

費用対効果の観点から見れば、当然収納率を上げることを目的としてやっているわけなので、前々

年度と比較で、収納率は平成27年度ってどれぐらい上がったのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 医療費の給付費の現年度分ということで申しわけないのですが、昨

年度ですと89.1％で、本年度は88.6％ということで、0.5％ほど下がっている状況なものですから、

まさに頑張らなければいけないというところでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） ちょっと厳しいようですけれども、下がった要因は何でしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 先ほど若干申し上げたところもあるのですけれども、平成27年度に

おいて、平均的な所得が減っているというようなこと、また後期高齢者等が多くなって、どうして
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も支払うことが難しくなったというようなことも要因かなというふうに思っております。

〇委員長（広瀬昌子君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） 最終的には、ここは限りなく100％に近いように上げていかなければいけな

いと思うのですけれども、今後の対応、どのようなお考えをお持ちかお答えいただきたいと思いま

す。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 今現在、保険税について、見直しについて検討しているところでご

ざいます。県の運協さんのほうに諮問いたしているところでございまして、この間の一般質問等で

も出たかと思うのですが、保険税について、引き上げることを見込んで現在検討しているというこ

とで、近い時期ということで準備を進めているということでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありませんか。

青木委員。

〇委員（青木一男君） 465ページの一番上なのですが、後発医薬品利用差額通知事業費なのですが、

1,316件というお話がありまして、この具体的内容はどのようなもの、どのような方にどういう内

容で通知されているのか、お聞きしたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 後発医薬品の利用差額通知でありますけれども、こちらについては

ジェネリック医薬品の使用促進のためということで、通知を発送しているわけでございまして、平

成25年度から実施しています。こちらについては、20歳以上の方を対象として行っているわけです

が、対象の投与期間ということで、28日以上投与しているという方に発送しているということでご

ざいます。

〇委員長（広瀬昌子君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） 本当に医療費もどんどん上がっている中で、薬代というのもかなり増えては

いると思うのですが、このジェネリック、後発医薬品、この使用率、傾向はどのような傾向になっ

ているでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） データヘルス計画の中の数字になりますけれども、その中で通常ベ

ースで46.9％が栃木市の数字でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） その数字というのは平均的なのか、ほかの自治体よりも低いのか、高いのか、

お願いします。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 国のほうの指針ですと、平成29年度までに70％以上目標ということ
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でございまして、栃木市においては、平均より若干下回るところかなというふうに思っております。

〇委員長（広瀬昌子君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） 私は個人的に薬を飲んでいないものですから、ジェネリックは薬局へ行った

ときに、その用紙とか見るということなのですが、行政側からジェネリックに対してどのように、

需要を高めるために啓発はされているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 啓発の資料ということで、毎年保険証を交付しているわけなのです

が、保険証の中にそちらを入れまして、皆さんにご周知をしているところでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） わかりました。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 同じページで青木委員と同じようなところですけれども、ヘルスサポート事

業費、ヘルスサポート事業計画策定委託料、これは先ほど国庫補助が出ているということでしたけ

れども、実際どのような計画を立てたのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） データヘルス計画につきましては、レセプト等、また健康情報等の

データに基づきまして、ＰＤＣＡサイクルに沿いまして、効果的かつ効率的な保健事業を実施する

ということの計画でございまして、現在やっている事業ももちろんあるわけなのですが、今後、事

業内容としまして、特定保健指導事業、それと糖尿病性腎症重症化予防事業ということ、また受診

行動適正化指導事業、健診異常値放置者受診勧奨事業、生活習慣病の治療中断者の受診勧奨事業、

ジェネリック医薬品の差額通知事業ということで、こちらのほうのデータを注視いたしまして、対

象者を特定して保健事業を行っていくということで、現在も進めているところでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 平成27年度にある程度の計画をつくって、平成28年度から本格的にそういっ

た事業が始まると。私、医療費の削減とか抑制とかというのは、余り使いたくはないのですけれど

も、そういった実際無駄な部分というのもあると思うのです。そういったところで財政の状況も、

医療費も先ほどから議論になっておりますけれども、抑制というか、私は使いたくないけれども、

そういった部分もあると思います。そういったことで、ぜひここをきちっと、今年度から始まって

いるということですが、適正な運用をしていただきたいと思います。

以上です。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） これをもって質疑を終了いたします。
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ただいまから討論に入ります。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 私は、この国保会計について反対の立場で討論いたします。

先ほどの中でも、保険税がなかなか値上げをしたにもかかわらず収入がないというところで、そ

の状況は低所得が増えてきていると、あと高齢化が進んでいると、そういったことだと思います。

国保、昔は自営業者とか、農業の方とかが入っていて、ある程度そういった方でカバーできていた

と思うのですけれども、今現在は非正規とか高齢者、年金生活者ということで、低所得者がほとん

どの被保険者というか、そういうふうになっています。そういった中で、国保税が高くて払い切れ

ないということで、滞納者も増えているということだと思います。

今後、やっぱり国の政策が一番問題だと思いますけれども、ここはきっちり言っていただくとと

もに、市民の生活、医療を受ける権利を守っていくためにも、適正な払い切れる保険税にしていか

ないといけないと思います。そういった点では、今後、そういう赤字繰り入れをしないというよう

な方向だけでは、そういったことをますます悪化させる状況になると思います。ここはきっちり払

える保険税にして、その分は赤字補填するという方向で考えていただきたいと思います。

下水道を見ますと、23億円を一般会計から繰り入れしているのです。その点から言えば、５億円

とか、人の命にかかってくるわけですから、きっちりそこはそういった視点で赤字繰り入れをして

安くするということを指摘して、反対といたします。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ないようですので、これをもって討論を終了いたします。

ただいまから認定第２号を採決いたします。

本決算は認定すべきものとすることに賛成の委員の起立を求めます。

〔起立多数〕

賛 成 茂呂健市 青木一男 大川秀子 天谷浩明 小堀良江

福田裕司

反 対 白石幹男

〇委員長（広瀬昌子君） 起立多数であります。

したがいまして、認定第２号は認定すべきものと決定をいたしました。

◎認定第３号の質疑、討論、採決

〇委員長（広瀬昌子君） 次に、日程第７、認定第３号 平成27年度栃木市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

お諮りいたします。本案については、歳入、歳出を一括して審査いたしたいと思います。これに
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ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認め、そのように決定をいたします。

ただいまから歳入、歳出を一括した質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方法により、ページ数もお知らせ願います。

質疑を許します。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） １点だけ、480ページに収入未済額が出ておりますけれども、これは普通徴

収の方の収入未済になると思いますけれども、何人ぐらいの方が滞納しているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 平成27年度の滞納者につきましては、96名でございました。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） この96名の方は、国保みたく、資格証みたいな、そういうのを発行しないと

いうことになっていますよね。いかがでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 藤平課長。

〇保険医療課長（藤平恵市君） 栃木県におきましては、短期証のみということで、資格者証のほう

は発行していないということでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。

ただいまから討論に入ります。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） この後期高齢者医療制度導入当時から、年齢によって別の保険のところに押

し込むと、そういった批判もあって、例えば夫婦２人で国保に入っている。75歳以上になれば、別

の保険に入るというような状況も生まれています。そういった中で、高齢者を差別というのですか、

高齢者の医療制度の中に囲い込むというのは、私はいかがなものかと。今までのような老人保健制

度みたいのを復活させるべきだと考えていますので、この後期高齢者医療特別会計には反対をいた

します。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ないようですので、これをもって討論を終了いたします。

ただいまから認定第３号を採決いたします。

本決算は認定すべきものとすることに賛成の委員の起立を求めます。
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〔起立多数〕

賛 成 茂呂健市 青木一男 大川秀子 天谷浩明 小堀良江

福田裕司

反 対 白石幹男

〇委員長（広瀬昌子君） 起立多数であります。

したがいまして、認定第３号は認定すべきものと決定をいたしました。

ここで、議事の終了した執行部の方々は退席していただいて結構です。大変ご苦労さまでした。

〔執行部退席〕

〇委員長（広瀬昌子君） ここで暫時休憩をいたします。

（午後 ２時０１分）

〇委員長（広瀬昌子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後 ２時１５分）

◎認定第４号の質疑、討論、採決

〇委員長（広瀬昌子君） 日程第８、認定第４号 平成27年度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘

定）歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

本案については、歳入、歳出を一括して審査いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認め、そのように決定をいたします。

ただいまから歳入、歳出を一括した質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方法により、ページ数もお知らせ願います。

質疑を許します。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 平成27年度は介護保険料の改定がありました。514ページですけれども、保

険料、その改定によって、かなり増えているような感じはしますけれども、どの程度増えたのでし

ょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 保険料につきましては、平成27年から平成29年までの３年間の介護

保険事業計画期間で、単年度に割り返すとこの金額というような、そういう部分のところで算定を

いたしました。前年度の比較、手元に今資料ございませんので、確認はいたしますけれども、基本

的には標準の部分のところ、月額単価の部分のところというもの、年額５万400円というものが、

今回の標準の部分のところになってきております。パーセンテージ、伸び率等については、今、計
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算して報告したいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 介護保険の成り立ち、仕組みとして、施設が増えたりサービスが充実すれば、

保険料にも影響してくるという状況があるのですけれども、サービスは増やしたい、保険料は抑制

しなければならないというところで大変だと思いますけれども、月額今5,400円でしたっけ。

〔「5,000円ちょっと」と呼ぶ者あり〕

〇委員（白石幹男君） 平均が、基準額がですね。といったことで、特に第１号被保険者は年金生活

者ですから、大変な状況、これ以上は上げられない状況だと思いますけれども、その辺については

どう認識しておりますでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 今、白石委員のおっしゃったとおり、介護保険の保険料につきまし

ては、当然介護保険の給付が増えれば、一定割合で伸びていくという、そういう部分のところとい

うものにならざるを得ない。そういう状況になります。現在、保険料につきましては、総給付費の

半分、50％を保険料で賄うという、そういう部分のところで、第１号被保険者の保険料、65歳以上

の方の保険料で21％、そして第２号被保険者の保険料で28％、これは人口の占める割合で出してい

るわけですけれども、そのような形での負担となっております。当然ながら総給付費が増えれば、

定率のパーセンテージがございますので、その分保険料が上がっていくという、そういうふうにな

らざるを得ない。そういう環境だという部分ではございます。

ただ、介護保険がスタートした当初を振り返ってみますと、介護保険料が5,000円を超える、そ

ういう状況というのは、非常に介護保険制度の維持が難しくなってくるのではないかというような

ことが言われておりました。私自身も、今のこの金額というものは非常に危険というか、これ以上

保険料が上がるというのは、なかなか実際の負担という部分のところで考えても難しいのかなとい

う、そういう思いを持っている部分のところはございます。今、国の制度改革の中でいろいろと意

見が出ている部分のところもございますけれども、何とか保険料を抑制しようということで、介護

予防であるとか、いろいろな施策が入ってきておりますけれども、そういうものを栃木市としても

より一層充実させながら、保険料について何とか上昇分を少しでも抑えたいという部分のところで、

努力してまいりたいというふうに考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） わかりました。これ以上は上げられない状況だと思いますので、よろしくお

願いいたします。

給付費、歳出のほうです。介護保険が改正というか改悪になって、要支援１、２のほうも、介護、

あとショートステイでしたっけ。

〔「デイサービス」と呼ぶ者あり〕
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〇委員（白石幹男君） デイサービスを保険から外すと。あと、施設入所についても要介護３以上と

いうふうになりましたけれども、これの影響というのは出ているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 栃木市につきましては、今、お話のあった要支援者のホームヘルプ

サービス、訪問介護とデイサービス、通所介護の部分のところにつきましては、平成29年４月、来

年の４月から総合事業のほうへ移管をしていくという部分のところでございますので、現時点では、

その２つについては大きな影響は出ておりません。

また、施設入所者が要介護３以上になったという部分のところにつきましては、どうしても要介

護１、２であっても、特例的な条件で入所される方というものもいらっしゃいます。本市におきま

しても、今まで１件、そういう相談がございまして、入所している実績もございますし、そういう

意味では、今時点で要介護３以上になったことに対しての大きな影響というものは、我々のほうで

は感じていない部分がございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 介護の特養とか小規模ができておりますけれども、待機者というのですか、

入れないでいる方というのは把握しているのでしょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 特別養護老人ホームの待機者につきましては、介護保険事業計画を

作成する年度、３年に１度全県下で調査を行います。現時点では、来年がその年に当たりますので、

前回の数値、300人を若干超える、そういう数値の部分のところが栃木市の待機という公式の数字

でございますけれども、現在、要介護３以上になったということ以外の要件として、例えば医療的

なそういう部分のところの病院等の整備が進んできた、あるいはサービスつき高齢者向けの住宅、

これの整備が進んできたというような部分がございまして、特養の待機はかなり実数としては少な

くなっているというのが、我々のほうで特養の関係者等と協議をしていく中では、つかんでいる部

分のところの感触でございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 要支援１、２については来年度からという、２年間猶予がありましたので、

３年目から総合事業としてやるということですけれども、来年はどういうふうな形になるのでしょ

うか。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 現在、地域包括ケア推進課で準備を行っておりますけれども、要支

援１、２の方で訪問介護と通所介護しか利用されないという、こういう方につきましては、総合事

業という部分のところのほうに移行していくような、そういう形になります。ただ、利用される皆

さんに、この移行の手続という部分のところでご不便をおかけするわけにはまいりませんので、移
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行の手続につきましては、該当する方等に十分説明をして、若干認定の審査の手順が変わってくる

部分のところがございますので、それらが簡便化された形になりますので、そちらのほうの対応を

進めていくということで、これから順次啓発を進めてまいりたいというふうに考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 総合事業ですと、専門介護士ではなくて、ボランティアとか、そういった方

もできるというふうになっていますよね。そういった点で、介護予防であっても、専門的な目で高

齢者を見ないといけないと思いますけれども、そこが一番心配されるのですけれども、どうなので

しょう。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 白石委員のおっしゃったように、総合事業には幾つかのメニューが

ございます。例えば訪問介護で言えば、まず今、要支援ということで訪問介護サービスを現に受け

られている方、これらの方については国相当サービスということで、現行のサービスが維持できる

ような、そういう部分のところへの移行をとります。新規にこれからサービスを利用する方の中で、

比較的軽度という方については、白石委員のほうからご指摘のあった少し条件を緩和した、そうい

うサービスという部分のところに移行される方が出てまいりますけれども、それらの施設等につき

ましても、市のほうで一定の研修を行った、そういう方を配置するなど、一定の専門レベルが確保

できるような、そういう対応はしてまいりたいというふうに考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 済みません。先ほどの保険料の関係なのですけれども、今時点で年

額の部分のところ、今年度、平成27年の決算が27億7,000万円となっておりますが、平成26年の決

算が24億円、約３億円ほど年額で伸びるというような、そういう部分のところというものになって

おります。

〇委員長（広瀬昌子君） これをもって質疑を終了いたします。

ただいまから討論に入ります。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 平成27年度は３年に１度の改定ということで、今、答弁があったように全体

で３億円程度の負担増となったということであります。介護保険の制度上、サービスが増えれば、

先ほども言いましたように保険料も上がらざるを得ないという状況ですけれども、これ以上の負担

増、特に１号被保険者は年金生活者ですよね。そういうところから、月5,000円以上も平均取ると

いうのは許されないということで、今回、介護保険の特別会計には反対をいたします。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありますか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ないようですので、これをもって討論を終了いたします。

ただいまから認定第４号を採決いたします。

本決算は認定すべきものとすることに賛成の委員の起立を求めます。

〔起立多数〕

賛 成 茂呂健市 青木一男 大川秀子 天谷浩明 小堀良江

福田裕司

反 対 白石幹男

〇委員長（広瀬昌子君） 起立多数であります。

したがいまして、認定第４号は認定すべきものと決定いたしました。

◎認定第５号の質疑、討論、採決

〇委員長（広瀬昌子君） 次に、日程第９、認定第５号 平成27年度栃木市介護保険特別会計（介護

サービス事業勘定）歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

お諮りいたします。本案については、歳入、歳出を一括して審査いたしたいと思います。これに

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認め、そのように決定をいたします。

ただいまから歳入、歳出を一括した質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方法により、ページ数もお知らせ願います。

質疑を許します。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。

ただいまから討論に入ります。

〔「省略」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） 討論省略の声があります。討論を省略することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認め、討論を省略することに決定いたしました。

ただいまから認定第５号を採決いたします。

本決算は認定すべきものとすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認めます。

したがいまして、認定第５号は認定すべきものと決定いたしました。
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◎認定第８号の質疑、討論、採決

〇委員長（広瀬昌子君） 次に、日程第10、認定第８号 平成27年度栃木市医療福祉モール特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

お諮りいたします。本案については、歳入、歳出を一括して審査したいと思います。これに異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認め、そのように決定いたします。

ただいまから歳入、歳出を一括した質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方式により、ページ数もお知らせ願います。

白石委員。

〇委員（白石幹男君） 歳入のほうで666、667ページで、土地売払収入ということで4,400万円入っ

ています。これで最終的に全部終わったというふうに聞いていますけれども、これで終わりなので

しょうか。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 分譲予定の部分のところにつきましては、これで分譲終了で、残る

場所として、中心部に共用の駐車場が残りますので、こちらのほうについては、それぞれ駐車場の

貸し付けという部分のところで行っていくような形になります。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） その上の２段上、土地建物貸し付けというところが、今言った収入の部分に

なるということですね。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） 委員おっしゃるとおりでございます。

〇委員長（広瀬昌子君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 今後、特別会計はなくなるということですけれども、これは大平町時代の計

画で今まで来たわけですけれども、結果的に医療福祉モールというのは、最終段階ではどういうふ

うになっているか、一応聞いておきたいと思います。

〇委員長（広瀬昌子君） 首長課長。

〇高齢福祉課長（首長正博君） この件は、私も伝聞の部分のところも一部ございますけれども、当

初の構想の中では、大平町時代に大平町内にない診療科の医療機関の誘致を図るというような、そ

ういう趣旨でまず始まったものというふうな理解はしております。

実際、分譲するという段になった部分のところの中では、老人保健施設あるいはサービスつき高

齢者住宅、そういうそのとき、そのときの時代を反映した必要な施設に一部変更になったというよ
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うな、そういう部分のところで考えておりますが、当初予定をしていた例えば皮膚科であるとか、

眼科であるとか、耳鼻科であるとか、そういう診療科につきましても、他の大平地域内に進出をす

るというような、そういう部分のところの中で、ある意味このモールの事業が契機で、そういう動

きが出てきたのかなというような、そういう評価もできるかというふうに思っております。それら

のことも考えると、この事業につきましては、かなり大きな成果を上げたというふうな判断をして

よろしいのかなというふうに考えております。

〇委員長（広瀬昌子君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。

ただいまから討論に入ります。

〔「省略」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） 討論省略の声がありますが、討論を省略することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認め、討論を省略することに決定をいたしました。

ただいまから認定第８号を採決いたします。

本決算は認定すべきものとすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（広瀬昌子君） ご異議なしと認めます。

したがいまして、認定第８号は認定すべきものと決定をいたしました。

◎閉会の宣告

〇委員長（広瀬昌子君） 以上で当常任委員会の審査は終了いたしました。

なお、審査報告書及び委員長報告の作成につきましては、正副委員長にご一任願います。

これをもって民生常任委員会を閉会いたします。

長い間大変ご苦労さまでした。ありがとうございました。

（午後 ２時３２分）


